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議第２６号

高山市第九次総合計画基本計画の策定について

次のとおり高山市第九次総合計画基本計画を定めたいので、高山市議会の議決すべき事件を定め

る条例（平成２２年高山市条例第２８号）第２条の規定により議決を求める。

令和７年２月２６日提出

高山市長 田 中 明

提案理由

高山市第八次総合計画の計画期間が終了することに伴い、今後１０年間における総合的かつ計画

的な市政の運営を図るため定めようとする。
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総合計画の体系

人を育み 未来につなぐ

美しい自然や景観、伝統文化など、先人から受け継がれた有形無形の

財産を守り、育て、次世代につなげていくのは人であるため、人を育み、

未来につながる飛騨高山を目指す

暮らす人、訪れる人が「しあわせ」を実感するまち 飛騨高山

基本計画

基本理念

都市像

重点戦略

政策分野分野別

計画

実施計画・財政計画

こどもが健やかに育つ

ための支援、若者が活

躍できる環境づくり

地域活動や産業、福祉

など様々な分野におけ

る人への投資

人づくりを支える

環境整備

こども・

教育・交流

こども・子育て 学校教育 歴史文化

生涯学習・文化芸術 スポーツ 交流

都市基盤

・防災

・景観

土地利用・都市計画 公共交通 住宅・公園・景観 道路・河川

上水道・下水道 防災・危機管理 消防・救急

森林・

環境・

エネルギー

森林政策 生活環境・資源循環 温暖化対策・自然環境

産業・労働

・プロモー

ション

農業・林業・畜産業 商業・工業 雇用・労働

移住定住 プロモーション・観光

着実な計画の推進

地域間連携（エリア）のまちづくり

先人から受け継がれた有形無形の財産を守り、育て、

そして未来につなぐための 人 づくり

地域福祉 障がい者福祉 高齢者福祉

児童福祉 医療・保険 健康・保健

こども・子育て 学校教育 歴史文化

生涯学習・文化芸術 スポーツ 交流

土地利用・都市計画 公共交通 住宅・公園・景観 道路・河川

上水道・下水道 防災・危機管理 消防・救急

森林政策 生活環境・資源循環 温暖化対策・自然環境

農業・林業・畜産業 商業・工業 雇用・労働

移住定住 プロモーション・観光

福祉・医療

・健康

重点戦略

の方向性

協働のまちづくり 広報公聴 多文化共生・人権

総合計画 組織・人事・行政経営・ＤＸ推進 財政・財産管理・税制
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１ 総合計画の構成

本市の総合計画は、「基本計画」、「実施計画」、「財政計画」で構成します。

（１）基本計画

・計画期間

令和７（２０２５）年度から令和１６（２０３４）年度までの１０年とし、

５年で見直しを行います。

・基本理念

本市の今後のまちづくりについての基本的な考え方を示します。

・都市像

本市の将来のあるべき姿を示します。

・計画人口

目標とする計画人口（人口の将来展望）を示します。

・重点戦略

今後特に重点的にすすめる分野横断的な施策を示します。

・分野別計画

政策分野ごとに、目指す姿や課題、重点的にすすめる施策を示します。

・地域間連携（エリア）のまちづくり

地域間で連携してすすめるまちづくりの方向性を示します。

・着実な計画の推進

様々な取り組みを効率的かつ効果的にすすめるための施策を示します。

（２）実施計画

基本計画で示す施策を踏まえた新規、拡充及び著大事業などの重点事業の

内容と関連事業の概要や事業規模を示します。

期間は、令和７（２０２５）年度から令和１１（２０２９）年度までの前

期計画５年、令和１２（２０３０）年度から令和１６（２０３４）年度まで

の後期計画５年とし、毎年見直しを行います。

（３）財政計画

実施計画と予算の整合性を保ち、健全な財政運営を確保するため、中長期

的な財政収支見通しを示します。

期間は、実施計画と同じ前期計画５年、後期計画５年とし、毎年見直しを

行います。
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２ 現状と課題

（１）人口の推移と将来推計

日本の人口は平成２０（２００８）年をピークに減少局面に入り、国立社会保

障・人口問題研究所による将来推計人口（令和５（２０２３）年８月推計）では、

令和２（２０２０）年以降さらに減少を続け、令和３８（２０５６）年には１億

人を下回ることが予測されています。

また、６５歳以上の人口（高齢者人口）は増加を続け、令和２５（２０４３）

年に最大となり以後減少するものの、人口に占める６５歳以上の割合（高齢化率）

は増加し続け、令和２０（２０３８）年には人口の３分の１以上が高齢者になる

一方、１５歳未満の人口（年少人口）は減少が続き、令和３５年（２０５３）年

には１千万人を下回ることが予想されています。

本市の人口についても、平成１２（２０００）年の９７，０２３人をピークに

減少を続け、計画初年度の令和７（２０２５）年の７８，２６２人から計画期間

終了後の令和１７（２０３５）年には約６８，０００人（令和７（２０２５）年

比▲１３．１％）となる見込みです。

また、高齢者人口は、令和２（２０２０）年に最大となり、その後は減少しま

すが、７５歳以上の人口は令和１２（２０３０）年にピークを迎える見込みです。

総人口は、計画初年度から２５年後の令和３２（２０５０）年には約５４，００

０人（令和７（２０２５）年比▲３１．２％）となり、高齢化率は４５．８％に

なると見込まれます。

（２）地域別人口の推移と将来推計

地域別の人口については、これまで高山地域の一部地区において、人口の増加

が見られましたが、今後の推計においては、全地域で人口の減少がすすむと予測

されます。減少率は地域によって差があり、高山地域から遠い地域で減少率が高

くなる傾向となっています。また、高齢化率は総じて４０％以上になると見込ま

れます。
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（３）本市を取り巻く将来動向（長期的な視点）

令和３２（２０５０）年の人口は、計画初年度の令和７（２０２５）年と比べ

３割以上の減少となる見込みです。

年齢区分別にみると１５歳から６４歳の人口（生産年齢人口）及び年少人口は

ともに約４２％減少する一方で、高齢者人口は約１１％の減少で、他の区分と比

較して緩やかな減少で推移する見込みです。また、高齢者人口は令和２（２０２

０）年にピークを、７５歳以上の人口は令和１２（２０３０）年頃にピークを迎

えることが見込まれ、日本全体よりも早いペースで人口減少や少子高齢化が進展

することが予測されます。

また、１０歳代後半から２０歳代前半の若者が進学・就職で市外へ転出し、そ

の後戻ってくる者が少ないため社会減がすすむとともに、出生数が死亡数を下回

る自然減が今後もすすむことが予測されます。

本市の就業者数は、平成１２（２０００）年の５４，４０３人から減少し、令

和２（２０２０）年には４５，８２０人（▲１５．８％）となっています。これ

は、経済活動の担い手である生産年齢人口の減少がすすんでいることが一因であ

り、人手不足の深刻化、経済規模の縮小が懸念されます。特に宿泊業、飲食サー

ビス業、小売業、医療・福祉、製造業及び建設業などは、全国的に労働力が不足

しており、本市においても同様の傾向となっています。働き方改革や賃金上昇へ

の対応、潜在労働力の就業促進、ＵＩＪターンによる人材の確保などが求められ

ています。

全国の人口構造は、令和３２（２０５０）年には、団塊ジュニア世代（昭和４

６（１９７１）年～昭和４９（１９７４）年生まれ）が７５歳以上になることか

ら、高齢者の人口が若年層や未成年の人口を上回り、社会保障費の増大、医療・

介護ニーズの高まりが予想されています。

人口が減少する中において、市内の世帯数は令和２（２０２０）年に３２，７

４８世帯で、平成１７年（２００５）年から５７４世帯増加しており、１世帯あ

たりの人員が減少していることから、核家族の更なる増加や単身高齢者の増加が

想定され、多様な行政ニーズへの対応が必要となっています。

また、全国の外国人労働者の雇用数は、令和４（２０２２）年１０月時点で約

１８２万人であり、前年から約１０万人（５．５％）の増加となっており、要因

として雇用情勢の改善がすすんでいることに加え、改正出入国管理及び難民認定

法が平成３１（２０１９）年に施行され、「特定技能１号」「特定技能２号」が新

設されたことを受け、高度外国人材や技能実習生の受け入れがすすんでいること
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が考えられます。生産年齢人口の減少に伴う人材確保策として、市内においても

外国人労働者の雇用のさらなる増加が見込まれます。

市周辺においては、令和６（２０２４）年度に中部縦貫自動車道 高山東道路

（平湯～久手間）の新規事業化や、東海北陸自動車道の飛騨清見インターチェン

ジと白川郷インターチェンジ間の一部区間の４車線化が決定され、今後市を取り

巻く道路交通状況が大きく変化することが予想されます。

こうした時代の流れや環境の変化は、本市にも様々な面において大きな影響を

与えることが予測されます。

長期的には、これまで述べた人口減少やそれに起因する様々な課題が発生する

と想定されます。そうしたことを踏まえた上で、第九次総合計画の期間内に実施

すべきことを明確にし、人々の暮らし、生活基盤を整えていくことが重要となり

ます。



～　第１章　～

目指すまちの姿
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１ 基本理念

本市の今後のまちづくりについての考え方を基本理念として定めます。

人を育み 未来につなぐ

美しい自然や景観、伝統文化など、先人から受け継がれた有形無形の

財産を守り、育て、次世代につなげていくのは人であるため、

人を育み、未来につながる飛騨高山を目指す

人口減少や少子高齢化の進展によって市民生活に及ぼされる様々な影響への対応

が、喫緊の課題となっています。

今後、人口規模などが縮小する中では、あらゆる場面においてこれまでどおりの状

態や環境を整えていくことは困難になることが予想されます。

このような中、第九次総合計画の策定に向けた市民意見交換会等においても、こど

もや子育て世帯への支援、若者の地元回帰や活躍の場の提供、様々な分野における担

い手の確保や育成など「人」に関する意見等が多く寄せられています。

そのため、第九次総合計画では、こどもや若者をはじめとする未来の飛騨高山を支

える「人」が、飛騨高山でやさしさにつつまれて健やかに育ち、生き生きと活躍する

ことで、飛騨高山の未来につなぐことを基本理念とします。
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２ 都市像

本市の将来のあるべき姿を都市像として掲げます。

暮らす人、訪れる人が「しあわせ」を実感するまち 飛騨高山

飛騨高山に暮らす人、訪れる人などすべての人が、日々の暮らしや活動などの様々

な場面で「しあわせ」を実感し、充実した日々を過ごすことができるまちを将来の姿

として描きます。

特に、未来につながる「人」づくりを基本的な考え方として、分野横断的な取り組

みや地域が連携・一体化した取り組みによって、年齢や性別、国籍などに関わらず、

すべての人が誇りと愛着を持って、「しあわせ」を実感するまちづくりをすすめてい

きます。
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３ 人口の将来展望と計画人口

（１）人口の将来展望

人口減少の進展とともに高齢化率が上昇し、年少人口と生産年齢人口の割合が

低下するという人口動向を考慮し、持続可能なまちづくりをすすめるため、人口

減少の緩和に加え、人口構造のあり方（支える側と支えられる側のバランス）と

いう視点を重視し、目指すべき人口の将来展望を設定します。

①自然動態の改善

合計特殊出生率を令和３２（２０５０）年までに段階的に２．０３に上昇さ

せることを目指し、今後も続く少子化の抑制を図ります。

②社会動態の改善

生産年齢人口における社会増減（転入数と転出数の差）を段階的に改善し、

令和３２（２０５０）年を目標に転出超過を解消することで、人口減少の抑

制を図ります。

特に、１０代後半から２０代前半の一時的に市を離れる若者が将来戻りた

くなるまちの実現を目指します。

③将来展望の設定

目指すべき人口の将来展望（令和３２（２０５０）年）を

５８，０００人とします。

（２）計画人口

人口の将来展望を踏まえ、計画人口（令和１７（２０３５）年）を

６９，０００人とします。

（
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１ 重点戦略の設定

基本理念に沿った市政運営、都市像の実現に向けた歩みを着実なものとするため、

長期的な視点で将来を見据え、持続可能なまちの実現に向け、分野横断的かつ重点的

な取り組みを「重点戦略」に位置づけます。

重点戦略は、人口減少が今後も進行し、社会活動や経済活動の縮小が見込まれる状

況においても、こどもが健やかに育ち、若者が生き生きと活躍でき、市民が生きがい

を持って働き、充実した暮らしを営むなど、今を生きる、将来を担う市民が、このま

ちに住むことに「しあわせ」を実感する社会を実現するため、分野別計画とは別に分

野横断的な戦略として方向性を示すものとします。

（１）市を取り巻く状況

市では、平成１６（２００４）年以降、死亡数が出生数を上回る状況が続いて

います。また、平成１５（２００３）年以降、転出者が転入者を上回る転出超過

が続き、人口減少がすすんでいます。

そのような状況において、自治体が拡大基調の政策をすすめることは、将来に

わたる持続可能なまちづくりを目指すためには困難となっており、政策の選択と

集中が求められています。

また、少子化等に関する市民アンケート調査では、出生率が低迷している原因

として、経済的な理由のほか、価値観の変化なども理由としてあげられています。

さらに、将来の進路や仕事に関する意識・希望アンケート調査では、住んでい

る地域への愛着が減少するとともに、将来的に戻ってきたいと考える高校生の割

合が減少しています。

そのため、１５歳未満の年少人口、１５歳から６４歳の生産年齢人口の減少に

より、地域活動や産業、福祉をはじめ様々な分野における人材や担い手が不足し

ています。

（２）課題

住み慣れた地域で安心して安全で快適に生活できる環境や、幼少期から地域へ

の愛着を醸成することで、将来的に戻ってきたいと思う若者の増加が求められて

おり、戻ってきた若者が活躍するための環境整備が必要です。

また、家庭、学校、地域、関係団体、事業者、行政など様々な関係者が一丸と

なって、こどもが健全に育まれる環境を整備していくことが必要です。

一方で、人口減少、少子高齢化を見据えて、デジタル技術の活用や限られた人

材の新たな活躍の場の提供などにより、様々な分野の人材、担い手などの不足に

対応することが求められています。

あわせて、先人から受け継がれた飛騨高山の有形無形の財産や、安全で安心で

きる暮らしを将来につなぐための人への投資や環境整備が求められています。
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（３）重点戦略の設定

先人から受け継がれた有形無形の財産を守り、育て、

そして未来につなぐための 人 づくり

なお、戦略の実効性を高めるため、市を取り巻く状況や課題を踏まえ、３つの

方向性を定め、取り組みます。

・こどもが健やかに育つための支援、若者が活躍できる環境づくり

・地域活動や産業、福祉など様々な分野における人への投資

・人づくりを支える環境整備

（４）重点戦略の体系

重点戦略の

方向性
重視すべきポイント ポイントごとの取り組み

こどもが健

やかに育つ

た め の 支

援、若者が

活躍できる

環境づくり

健やかに育つ環境づくり 1 こどもが健やかに育つため、様々な関

係者と連携し、切れ目のない支援に取

り組みます。

2 こどもが安全で安心して過ごすことが

できる居場所づくりに取り組みます。

夢や希望が持てる環境づくり 3 こどもや若者が飛騨高山への愛着を深

めるための意識醸成に取り組みます。

4 事業者や地域と連携し、若者の地元定

着に取り組みます。

地域活動や

産業、福祉

など様々な

分野におけ

る人への投

資

日々の暮らしと地域活動を支

える人づくり

5 市民の日常生活を支える人づくりに取

り組みます。

6 地域活動を支える人づくりに取り組み

ます。

地域の元気を支える未来の担

い手づくり

7 事業の承継や後継者の育成など未来を

担う人づくりに取り組みます。

8 多様な人材の活躍の場の創出や多様な

働き方への対応など人への投資に取り

組みます。

人づくりを

支える環境

整備

自分らしく充実して暮らせる

環境づくり

9 地域社会での自立した暮らしに向けた

相談体制や家族への支援の充実に取り

組みます。

10 多様な市民が生きがいや喜びを感じ、

交流できる機会の提供に取り組みま

す。

快適で安全な環境づくり 11 住み慣れた地域で安心して暮らせる環

境の整備に取り組みます。

12 公共交通や道路など快適環境を整備

し、市民の利便性向上に取り組みます。
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２ 重点戦略の主な取り組み

（１）こどもが健やかに育つための支援、若者が活躍できる環境づくり

①健やかに育つ環境づくり

こどもが健やかに育つため、様々な関係者と連携し、切れ目のない支援に

取り組みます。
［児童福祉］

◇ こども家庭相談システムの導入などにより、こどものライフステージに応じた

切れ目のない支援の充実を図ります。

◇ 学校や地域、関係団体等のサポートネットワークの整備などにより、こどもや

その家族が安心して暮らせる地域づくりをすすめます。

［健康・保健］

◇ 若年層からの健診や、多様な主体（医師・学校・企業・医療保険者等）との連

携などにより、切れ目のない健診・保健指導を図ります。

［こども・子育て］

◇ 胎児期から成人期までの切れ目のない健診や支援により、生活習慣病や社会生

活への不適応を予防し、心身の健康増進を図ります。

◇ 子育てにかかる経済負担の軽減のための各種の給付や助成の充実などにより、

出産や子育ての希望をかなえ、こどもや家庭が温かく見守られ、支えられる地

域づくりをすすめます。

◇ 保育や幼児教育、その他多様な託児サービスの提供とともに、必要な人材の確

保・育成により、保護者が就労と子育てを両立し、こどもが豊かに育まれる環

境整備を図ります。

◇ 親子の愛着形成の促進などきめ細かな子育て支援の充実により、安心してこど

もを生み育てやすい地域づくりをすすめます。

こどもが安全で安心して過ごすことができる居場所づくりに取り組みま

す。
［こども・子育て］

◇ 屋内外の「こどもの遊び場」の魅力向上のための施設整備と活用促進により、

楽しく、健やかにこどもが育つための環境の創出、地域への誇りと愛着の醸成

を図ります。

◇ 放課後児童クラブに専用アプリを導入し、効果的に運用することにより、保護

者などの負担軽減やサービス向上、こどもの健全育成のための環境整備をすす

めます。

◇ こどもが安心して自分らしく過ごすことのできる「居場所」を持てるよう、官

民連携による環境整備と利用促進により、誰一人取り残さない地域づくりをす

すめます。

［学校教育］

◇ 不登校児童生徒に対する多様な支援などにより、幅広い学びの環境を提供しま

す。

◇ 小中一貫教育の推進により、学習環境づくりに取り組みます。

◇ 学校の適正規模・適正配置の検討をすすめます。

◇ 学校の適正規模を考慮した整備により、学校施設の学習環境の保全と安全性や

利便性の向上を図ります。
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②夢や希望が持てる環境づくり

こどもや若者が飛騨高山への愛着を深めるための意識醸成に取り組みま

す。
［こども・子育て］

◇ こどもがまちづくりに参画する仕組みを整えるなど、こどもの意見が反映され

る社会をつくることにより、将来の社会の担い手の育成をすすめます。

［学校教育］

◇ 社会科副読本の更新や地元住民の協力により、身近でわかりやすく特色のある

郷土学習をすすめます。

［森林政策］

◇ 幼少期から大人まで世代に応じた木育・森林環境教育により、森林に対して責

任ある行動をとることができる人づくりをすすめます。

［プロモーション・観光］

◇ 飛騨高山の有する様々な魅力や価値の再認識と磨き上げにより、生まれ育った

地域への愛着と郷土への誇りの醸成を図ります。

事業者や地域と連携し、若者の地元定着に取り組みます。
［学校教育］

◇ ＩＣＴ機器を活用した高度な学習環境の提供などにより、学校における教育の

デジタル化を図ります。

［生涯学習・文化芸術］

◇ 地域や事業者と連携した取り組みなどにより、若者の交流や主体的な活動を支

援します。

［雇用・労働］

◇ 地域の魅力を市内外に発信するなど、地元企業との連携により、地元就職と地

域への定着の促進を図ります。
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（２）地域活動や産業、福祉など様々な分野における人への投資

①日々の暮らしと地域活動を支える人づくり

市民の日常生活を支える人づくりに取り組みます。

［障がい者福祉］

◇ 障がい福祉人材の育成・確保により、安定的な障がい福祉サービスの提供を図

ります。

［高齢者福祉］

◇ 介護人材の育成・確保により、安定的な介護サービスの提供を図ります。

［医療・保険］

◇ 高度医療機関及び中核病院との連携などにより、地域医療体制を安定的に維持

します。

◇ 医療機関と連携した医療を目指す学生への支援などにより、医療人材の育成確

保を図ります。

［公共交通］

◇ バスやタクシーなど市民の移動を支える運転手の確保への支援により、公共交

通の維持・向上を図ります。

地域活動を支える人づくりに取り組みます。
［歴史文化］

◇ 地域で継承されている祭礼行事や伝統行事の維持に向けた検討をすすめます。

［防災・危機管理］

◇ 災害時に必要な知識やスキルを身につけるための防災リーダーの育成や防災教

育の推進などにより、災害に対応できる人材の育成をすすめます。

［消防・救急］

◇ 消防団員の処遇改善と負担軽減などにより、消防団の維持と地域消防力の強化

を図ります。

［移住定住］

◇ 市内で充実して暮らす若者等の姿、まちや職場の魅力などの情報の発信強化に

より、地域の成長と発展に寄与するＵＩＪターン者の確保を図ります。

［協働のまちづくり］

◇ 地域の負担軽減や、多様な主体の協働を促進し、町内会やまちづくり協議会な

どへの支援により、地域コミュニティの維持や活性化に向けた取り組みをすす

めます。

◇ 市民、町内会、市民活動団体、学校、事業者など、地域づくりの様々な担い手

の協働を促進することにより、地域課題に取り組む環境整備をすすめます。
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②地域の元気を支える未来の担い手づくり

事業の承継や後継者の育成など未来を担う人づくりに取り組みます。

［住宅・公園・景観］

◇ 伝統建築産業などの後継者育成や伝統構法への支援により、飛騨の匠の技を継

承する人材を確保します。

［農業・林業・畜産業］

◇ 幅広い世代で農業への関心を高め、多様な担い手や働き手の確保、遊休農地の

解消などにより、持続可能な農業をすすめます。

◇ 繁殖牛舎等の整備や自立経営への支援などにより、新たな担い手の確保と定着

を図ります。

［商業・工業］

◇ 中小・小規模事業者の経営基盤の強化や事業承継、市内への本社機能移転など

の促進により、事業の継続と産業構造の多様化を図ります。

多様な人材の活躍の場の創出や多様な働き方への対応など人への投資に取

り組みます。
［高齢者福祉］

◇ デジタル技術の活用により、介護サービス事業の効率化を図ります。

［農業・林業・畜産業］

◇ 移住者や県立森林文化アカデミーの学生への支援により、新たな担い手の確保

と定着を図ります。

［雇用・労働］

◇ 多様な人材の確保・育成により、働きがいのある労働環境の整備を促進します。
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（３）人づくりを支える環境整備

①自分らしく充実して暮らせる環境づくり

地域社会での自立した暮らしに向けた相談体制や家族への支援の充実に取

り組みます。
［地域福祉］

◇ 多くの機関が連携しながら相談や支援につなげる重層的支援体制の構築により、

複雑化した生活課題への対応や市民生活の不安解消を図ります。

［障がい者福祉］

◇ 地域生活支援拠点の機能の充実・強化により、障がい者の日常生活の自立や社会

参加を促進します。

◇ 基幹相談支援センターの体制強化により、障がい者やその家族が直面する様々な

課題に対する専門的な支援や情報提供を行います。

◇ 福祉事業者や地域との連携の強化などにより、障がい者の親亡き後や障がい者及

び介護者が高齢になっても、いつまでも地域で安心して暮らせる体制づくりをす

すめます。

［高齢者福祉］

◇ 介護予防の推進により、高齢になっても心身ともに健康で活躍できる環境整備を

図ります。

◇ 判断能力が不十分な方や身寄りのない高齢者などの生活課題への支援体制の充実

により、誰もが安心して年齢を重ねられる地域づくりをすすめます。

◇ 認知症に対する理解を促進することなどにより、認知症フレンドリー社会の実現

を図ります。

◇ 在宅生活に対する支援などにより、高齢者が安心して暮らせる地域づくりをすす

めます。

［医療・保険］

◇ 介護予防と一体的な保健事業の推進により、高齢でも心身ともに健康で活躍でき

る環境整備をすすめます。

［健康・保健］

◇ 相談体制の充実などにより、こころの健康の保持と増進を図ります。

［移住定住］

◇ 移住する人や移住した人の想いに寄り添った暮らしへの支援により、暮らしたい、

戻ってきたいと思えるまちづくりをすすめます。
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多様な市民が生きがいや喜びを感じ、交流できる機会の提供に取り組みま

す。
［地域福祉］

◇ 総合福祉センター機能の整理により、市民の活動の場の確保を図ります。

［生涯学習・文化芸術］

◇ 高山駅西地区複合・多機能施設の整備などにより、あらゆる世代の交流、生涯

学習活動、文化芸術活動の場を提供します。

◇ 市民主体の文化芸術活動に対する支援や学習情報の提供などにより、喜びや生

きがいを感じられる機会の充実を図ります。

［スポーツ］

◇ 気軽に体を動かす機会の創出などにより、スポーツが身近になる環境を提供し

ます。

◇ 野球場や中山公園陸上競技場の整備をはじめ、既存施設の適正な維持修繕によ

り、市民がスポーツに触れる環境の充実を図ります。

［交流］

◇ 国内外の姉妹友好都市などとの継続的な交流により、産業経済をはじめとした

地域の活性化や人々の心の豊かさの創出を図るとともに、広い視野を持った次

世代の人材育成を図ります。

［土地利用・都市計画］

◇ 高山駅西地区複合・多機能施設の整備により、高山駅西地区の活性化と高山駅

東側と西側とが連動した賑わいの創出を図ります。

［住宅・公園・景観］

◇ 公園やまちかどスポットの再整備などにより、こどもの遊び場や憩いの場の充

実を図ります。

［多文化共生・人権］

◇ 多様な生き方や働き方に対する市民の意識醸成などにより、誰もが自分らしく

生きられる社会の実現を図ります。

◇ 在住外国人への暮らしに必要な様々なサポートや外国人材受入事業者への支援

などにより、異なる文化を持つ人々が互いに安心して暮らせる環境づくりに取

り組みます。

◇ 外国語講座や異文化交流イベントなどの開催により、多様な文化や異なった価

値観を尊重する市民意識の醸成を図るとともに、相互理解を深めます。
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②快適で安全な環境づくり

住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の整備に取り組みます。
［高齢者福祉］

◇ 地域のニーズに応じた買い物支援などにより、住み慣れた地域での生活の維持を

図ります。

［医療・保険］

◇ 国保診療所や移動診療車の運営などにより、地域医療体制の充実を図ります。

［健康・保健］

◇ 悩んでいる人に気づき、適切な対応ができるゲートキーパーの育成などにより、

個人が社会とつながりを持ちやすくする環境づくりをすすめます。

◇ インセンティブ制度等の活用により、健康に関心が薄い人をはじめ、市民が健康

づくりに取り組むことができる社会環境づくりをすすめます。

［土地利用・都市計画］

◇ 緑地保全に対する制度の拡充などにより、山林の保全や里山景観の維持を図りま

す。

［住宅・公園・景観］

◇ 耐震診断から耐震改修への効果的な誘導により、安全で安心して暮らすことがで

きる住宅環境の整備を図ります。

［道路・河川］

◇ 道路台帳や除雪業務のデジタル化の推進により、市民の利便性の向上と効率的な

除雪を図ります。

◇ 水門の遠隔監視や自動制御化により、降雨時などの住宅地への流入抑制を早期に

行う仕組みを構築します。

［防災・危機管理］

◇ 地域住民による地区防災計画の策定を促進するとともに、実践的な防災訓練を実

施することにより、地域における防災体制の確立をすすめます。

［消防・救急］

◇ 救急と医療機関の連携による搬送体制の整備により、市民の生命を守ります。

［移住定住］

◇ 民間事業者と連携した移住者と地域住民との交流イベントなどにより、互いに理

解し合い、協力して豊かな地域社会を築いていく環境づくりを促進します。
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公共交通や道路など快適環境を整備し、市民の利便性向上に取り組みます。
［土地利用・都市計画］

◇ 長期的視点に立ち、社会的な変化などに対応する都市計画に見直すことにより、

適正な土地利用を図ります。

◇ 中心市街地の活性化などにより、市街地中心部の魅力創出を図ります。

◇ 都市計画道路西之一色花岡線、市道若達花岡線、市道上三之町下三之町線にお

ける無電柱化の推進により、安全に通行できる環境の確保や景観の保全を図り

ます。

［公共交通］

◇ のらマイカーやまちなみバス、匠バスなどの運行ルートやダイヤの見直しによ

り、利用しやすい地域公共交通の確保を図ります。

◇ 自家用有償旅客運送、ライドシェア、デマンドタクシーなどにより、地域の特

性に応じた移動方法を検討します。

◇ 待合いスペース等の整備などにより、公共交通の利用環境の向上を図ります。

◇ 公共交通利用に対する各種補助制度の拡充や見直しを行います。

［道路・河川］

◇ 都市計画道路松之木千島線、西之一色花岡線、市道旅行村線などの整備により、

道路交通の利便性の向上を図ります。

◇ 中部縦貫自動車道や国道４１号石浦バイパス、東海北陸自動車道全線４車線化

など広域交通網の整備促進とともに、インターチェンジ周辺をはじめ沿線の地

域活性化を図ります。

◇ 都市計画道路などの交差点改良や幹線市道の計画的な長寿命化改修により、快

適な道路環境の維持・向上を図ります。
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■各主体に期待すること（役割分担）

総合計画は、行政だけで取り組みをすすめても将来のあるべき姿を実現することが

できません。誰もが「しあわせ」を実感できるまちをつくるためには、市民、各種団

体、事業者、行政など様々な主体が同じ目線に立って、互いに力を合わせ、それぞれ

の特徴を活かした活動をすすめることが重要です。

そのため、重点戦略の取り組みをすすめるにあたり、各主体に期待することを例示

的に示し、取り組みの一助とするとともに、まちづくりに関する様々な主体が連携す

ることで、都市像の実現を図ります。

○各種団体

・地域の安全で安心した生活に向けた連携の推進

・子育て世代や若者などの活動に対する支援や情報共有

・学校運営への参画や地域全体での郷土愛の醸成

・地域の魅力を向上させる土地利用等の推進

・労働環境向上に向けた支援や情報共有

・地域住民の想いを反映したまちづくり計画の策定等の推進

○事業者

・地域の安全で安心した生活に向けた連携の推進

・新たな技術や資格等への学習の機会創出の推進

・地域の魅力を向上させる土地利用等の推進

・ワーク・ライフ・バランスの推進やこどもを生み育てやすい労働環境づくり

・働きやすい、働きがいのある職場の環境づくり

・まちづくり計画等の地域住民の想いに沿った事業展開と情報共有

○個人（市民）

・住民同士の支え合いや支援が必要な方への手助け、必要な時に助けを求めるこ

とができる環境づくり

・こどもや子育て家庭の見守り、応援

・こどもや若者の地域に対する誇りと愛着の醸成

・地域の魅力を向上させる土地利用等の推進

・お互いの個性や特性を認め合う意識の向上

・地域の魅力や価値、ブランドなどまちづくりへの想いの発信



第２章 重点戦略

22

■幸福実感指標

指標名 指標の説明
単

位

現状値

(2024)

中間目標

(2029)

目標

(2034）

市民幸福度

(Well-Being 指

標）

『現在あなたはどの程度しあわ

せですか。「とてもしあわせ」を

10 点、「とても不幸」を 0 点とす

ると、何点くらいになると思いま

すか』の平均値

点 6.8 ⤴ ⤴

市民幸福度

(Well-Being 指

標）

『今から 5 年後、あなたはどの程

度しあわせだと思いますか。「と

てもしあわせ」を 10 点、「とても

不幸」を 0 点とすると、何点くら

いになると思いますか』の平均値

点 6.0 ⤴ ⤴

市民満足度 「こどもが健やかに育つ環境が

整っている」と感じている市民の

割合

％ 68.9 ⤴ ⤴

市民満足度 「若者が活躍できる環境が整っ

ている」と感じている市民の割合
％ 27.0 ⤴ ⤴

市民満足度 「地域を支える担い手を確保で

きる環境が整っている」と感じて

いる市民の割合

％ 27.2 ⤴ ⤴

市民満足度 「地域産業が受け継がれるため

の人材確保・後継者育成がすすん

でいる」と感じている市民の割合

％ 19.7 ⤴ ⤴

市民満足度 「生きがいや喜びを持って、自分

らしく生活できる環境が整って

いる」と感じている市民の割合

％ 49.1 ⤴ ⤴

市民満足度 「地域で住みやすい環境が整っ

ている」と感じている市民の割合
％ 53.6 ⤴ ⤴
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福祉・医療・健康
・地域福祉

・障がい者福祉

・高齢者福祉

・児童福祉

・医療・保険

・健康・保健
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福祉・医療・健康

【目指す姿】

障がいや病気の有無、年齢などに関わらず、生き生きとした暮らしの実現

【目指す姿を実現するための方向性】

市民一人ひとりのニーズが多様化・複雑化するなかで、地域、事業者、行政、

その他関係者が一体となった支援が求められています。

障がい者や高齢者などが住み慣れた地域で自立した生活を維持できる環境整

備が求められています。

どこに住んでいても適切にサービスを享受し、心身ともに豊かな生活を送るこ

とができる環境整備が求められています。

■施策分野別の課題と方向性

［地域福祉］

多様化、複雑化する課題やニーズに対応する支援や対策が求められています。

⇒地域全体が助け合う社会の実現

自立した生活に向けての支援や安全安心で快適な環境の整備などの取り組み

が求められています。

⇒自立した生活を実現するための不安の解消

［障がい者福祉］

障がい者の地域での自立した生活を維持できる環境の整備が求められていま

す。

⇒自立した地域生活の維持継続

早期発見や適切な対応へとつなげるための地域社会が一体となった支援が求

められています。

⇒地域社会が一体となった支援体制の確立

［高齢者福祉］

介護が必要となる状態を予防し、社会で活躍できる状態を長く続けられる取り

組みが求められています。

⇒高齢者の社会参加の促進

介護が必要となった場合でも、住み慣れた地域での生活が維持できる仕組みが

求められています。

⇒住み慣れた地域で生活を維持するための仕組みの構築

高齢者が安心して必要な介護サービスが受けられる環境が求められています。

⇒安定した介護サービスの提供
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［児童福祉］

核家族化や地域のつながりの希薄化による子育ての孤立化への支援が求めら

れています。

こどもや家庭の多様化・複雑化する困りごとに対して、成長段階に応じた切れ

目のない支援が求められています。

⇒誰一人取り残さない切れ目のない支援体制の充実

［医療・保険］

どこに住んでいても、医療を受けることができ、将来にわたり持続可能な医療

体制の整備が求められています。

⇒地域医療体制の充実

安定した、公平な医療保険制度を維持する必要があります。

⇒安定的で持続可能な医療保険制度の運営

［健康・保健］

健康寿命の延伸に向けた取り組みや病気の予防に向けた早期からの対策に取

り組む必要があります。

⇒生活習慣病の発症、重症化予防

体の健康だけでなく、心も健康でいられる社会を目指すことが求められていま

す。

⇒こころの健康増進

健康に関心の薄い人や若者から高齢者までの幅広い世代に対して、誰もが無理

なく健康的な生活を送ることができる環境の整備が求められています。

⇒健康を支える環境の整備
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■重点的にすすめる施策

［地域福祉］

［障がい者福祉］

［高齢者福祉］

地域全体が助け合う社会の実現
◇ 総合福祉センター機能の整理により、市民の活動の場の確保を図ります。

◇ 福祉ボランティアや市民活動団体の育成強化、ボランティア活動への参加促進などによ

り、地域全体が助け合う社会の実現を図ります。

自立した生活を実現するための不安の解消
◇ 孤独・孤立や生活困窮などへの支援体制の強化により、暮らしの中で直面する様々な課

題に対し、寄り添いながら包括的で効果的な支援をすすめます。

◇ 多くの機関が連携しながら相談や支援につなげる重層的支援体制の構築により、複雑化

した生活課題への対応や市民生活の不安解消を図ります。

自立した地域生活の維持継続
◇ 地域生活支援拠点の機能の充実・強化により、障がい者の日常生活の自立や社会参加を

促進します。

◇ 障がい福祉人材の育成・確保により、安定的な障がい福祉サービスの提供を図ります。

地域社会が一体となった支援体制の確立
◇ 基幹相談支援センターの体制強化により、障がい者やその家族が直面する様々な課題に

対する専門的な支援や情報提供を行います。

◇ 福祉事業者や地域との連携の強化などにより、障がい者の親亡き後や障がい者及び介護

者が高齢になっても、いつまでも地域で安心して暮らせる体制づくりをすすめます。

高齢者の社会参加の促進

◇ 介護予防の推進により、高齢になっても心身ともに健康で活躍できる環境整備を図りま

す。

住み慣れた地域で生活を維持するための仕組みの構築
◇ 判断能力が不十分な方や身寄りのない高齢者などの生活課題への支援体制の充実によ

り、誰もが安心して年齢を重ねられる地域づくりをすすめます。

◇ 認知症に対する理解を促進することなどにより、認知症フレンドリー社会の実現を図り

ます。

◇ 在宅生活に対する支援などにより、高齢者が安心して暮らせる地域づくりをすすめま

す。

◇ 地域のニーズに応じた買い物支援などにより、住み慣れた地域での生活の維持を図りま

す。

安定した介護サービスの提供
◇ 介護人材の育成・確保により、安定的な介護サービスの提供を図ります。

◇ 介護事業所との連携などにより、必要な介護サービスが提供できる体制の維持を図りま

す。

◇ デジタル技術の活用により、介護サービス事業の効率化を図ります。



第３章 分野別計画（福祉・医療・健康）

27

［児童福祉］

［医療・保険］

［健康・保健］

誰一人取り残さない切れ目のない支援体制の充実

◇ こども家庭相談システムの導入などにより、こどものライフステージに応じた切れ目の

ない支援の充実を図ります。

◇ 学校や地域、関係団体等のサポートネットワークの整備などにより、こどもやその家族

が安心して暮らせる地域づくりをすすめます。

地域医療体制の充実

◇ 高度医療機関及び中核病院との連携などにより、地域医療体制を安定的に維持します。

◇ 医療機関と連携した医療を目指す学生への支援などにより、医療人材の育成確保を図り

ます。

◇ 国保診療所や移動診療車の運営などにより、地域医療体制の充実を図ります。

安定的で持続可能な医療保険制度の運営

◇ 介護予防と一体的な保健事業の推進により、高齢でも心身ともに健康で活躍できる環境

整備をすすめます。

◇ 特定健康診査・保健指導の受診率向上などにより、被保険者の健康保持と増進を図ると

ともに、医療費適正化や収納率の維持向上による公的医療保険制度の安定的な財政運営

を行います。

生活習慣病の発症、重症化予防

◇ 健診結果に基づいた保健指導により、健康寿命の延伸を図ります。

◇ ライフステージに応じた健康づくりを啓発することにより、生活習慣の改善を図りま

す。

こころの健康増進

◇ 相談体制の充実などにより、こころの健康の保持と増進を図ります。

◇ 悩んでいる人に気づき、適切な対応ができるゲートキーパーの育成などにより、個人が

社会とつながりを持ちやすくする環境づくりをすすめます。

健康を支える環境の整備

◇ インセンティブ制度等の活用により、健康に関心が薄い人をはじめ、市民が健康づくり

に取り組むことができる社会環境づくりをすすめます。

◇ ワクチン接種への支援により、市民の感染症や病気の防止を図ります。

◇ デジタル技術を活用した健康情報の見える化などにより、健康に対する意識の向上を図

ります。

◇ 若年層からの健診や、多様な主体（医師・学校・企業・医療保険者等）との連携などに

より、切れ目のない健診・保健指導を図ります。
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■幸福実感指標

■主な関連計画

地域福祉計画、健康たかやま２１、障がい者福祉総合計画、

老人福祉計画・介護保険事業計画

指標名 指標の説明
単

位

現状値

(2024)

中間目標

(2029)

目標

(2034)

市民満足度

［地域福祉］

「地域で支え合い、安心して暮

らせる環境が整っている」と感

じている市民の割合

％ 53.8 ⤴ ⤴

市民満足度

［障がい者福祉］

「障がい者が必要な支援を受

け、自立して暮らせる環境が整

っている」と感じている市民の

割合

％ 44.8 ⤴ ⤴

市民満足度

［高齢者福祉］

「高齢者が生きがいを持ち、安

心して暮らせる環境が整って

いる」と感じている市民の割合

％ 44.8 ⤴ ⤴

市民満足度

［こども］

「こどもが健やかに育つ環境

が整っている」と感じている市

民の割合

％ 68.9 ⤴ ⤴

市民満足度

［医療・保険］

「安心して医療を受けられる

環境が整っている」と感じてい

る市民の割合

％ 53.8 ⤴ ⤴

市民満足度

［健康・保健］

「主体的な健康づくりや病気

の予防に取り組む環境が整っ

ている」と感じている市民の割

合

％ 51.9 ⤴ ⤴
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こども・教育・交流
・こども・子育て

・学校教育

・歴史文化

・生涯学習・文化芸術

・スポーツ

・交流
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こども・教育・交流

【目指す姿】

飛騨高山で生まれ、育ち、学び、生活することに、喜びが持てる暮らしの実現

【目指す姿を実現するための方向性】

こどもや若者がこのまちに生まれ、育つことに誇りを持てる環境づくりや健や

かに育つための支援が求められています。

世代に応じて、必要な学びの場が提供され、誰もが必要なときに必要な学びが

できる環境整備が求められています。

文化や芸術、スポーツなど暮らしを豊かにするための環境整備や、様々な交流

の場の提供が求められています。

■施策分野別の課題と方向性

［こども・子育て］

こどもが健やかに育つため、成育環境の確保や発育・発達支援が求められてい

ます。

⇒こどもが心身ともに健やかに育つ環境の整備

経済負担の軽減や保育・幼児教育の充実が求められています。

⇒こどもを安心して生み育てられる子育て支援の充実

若い世代が結婚や出産の夢をかなえ、地域が子育て家庭を温かく支えるなど、

まちぐるみでこどもを育むことが求められています。

⇒こどもの誕生や成長を共に喜び合える地域社会の実現

［学校教育］

児童生徒の多様な学びに対するニーズへの対応が求められています。

⇒多様な学びを約束する学習環境の整備

地域に対する愛着の醸成や未来に希望が持てる教育の提供が求められていま

す。

⇒地域への愛着と郷土への誇り、未来への希望の醸成に向けた学びの提供

［歴史文化］

各地域における歴史遺産や継承されてきた伝統文化の維持・継承が求められて

います。

⇒地域における歴史遺産・伝統文化の保存継承

歴史遺産や伝統文化の新たな活用などによる市民の地域への愛着の醸成や重

要性の理解を深める必要があります。

⇒文化財等の新たな活用による郷土愛の醸成



第３章 分野別計画（こども・教育・交流）

31

［生涯学習・文化芸術］

世代を問わず、市民が関心のあることや社会の変化に対応するための学びの機

会が求められています。

⇒市民の多様な生涯学習活動、文化芸術活動の場の提供

文化芸術に気軽に触れたり活動したりできる環境が求められています。

⇒市民の主体的な文化芸術活動や生涯学習活動の促進

若者がやりがいや生きがいを持って活動できる機会を創出する必要がありま

す。

⇒若者が活躍できる機会の創出

［スポーツ］

楽しみながら気軽にスポーツを体感できる機会を提供する必要があります。

⇒気軽にスポーツに触れられる機会の提供

多様な市民ニーズに対応したスポーツ環境が求められています。

⇒市民の多様なニーズに合わせたスポーツ環境の提供

［交流］

姉妹友好都市等とのつながり（歴史）を再確認するとともに、次世代に継承す

る必要があります。

様々な分野における交流により、地域の活性化や心の豊かさの創出を図る必要

があります。

⇒国内外の姉妹友好都市等との交流
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■重点的にすすめる施策

［こども・子育て］

こどもが心身ともに健やかに育つ環境の整備
◇ 屋内外の「こどもの遊び場」の魅力向上のための施設整備と活用促進により、楽しく、

健やかにこどもが育つための環境の創出、地域への誇りと愛着の醸成を図ります。

◇ 放課後児童クラブに専用アプリを導入し、効果的に運用することにより、保護者などの

負担軽減やサービス向上、こどもの健全育成のための環境整備をすすめます。

◇ こどもが安心して自分らしく過ごすことのできる「居場所」を持てるよう、官民連携に

よる環境整備と利用促進により、誰一人取り残さない地域づくりをすすめます。

◇ 胎児期から成人期までの切れ目のない健診や支援により、生活習慣病や社会生活への不

適応を予防し、心身の健康増進を図ります。

◇ 保護者や支援者への発達段階に応じた適切な対応や方法を学ぶ場の提供により、こども

の健全な成長や発達支援をすすめます。

こどもを安心して生み育てられる子育て支援の充実
◇ 子育てにかかる経済負担の軽減のための各種の給付や助成の充実などにより、出産や子

育ての希望をかなえ、こどもや家庭が温かく見守られ、支えられる地域づくりをすすめ

ます。

◇ 保育や幼児教育、その他多様な託児サービスの提供とともに、必要な人材の確保・育成

により、保護者が就労と子育てを両立し、こどもが豊かに育まれる環境整備を図ります。

◇ 親子の愛着形成の促進などきめ細かな子育て支援の充実により、安心してこどもを生み

育てやすい地域づくりをすすめます。

こどもの誕生や成長を共に喜び合える地域社会の実現
◇ こどもがまちづくりに参画する仕組みを整えるなど、こどもの意見が反映される社会を

つくることにより、将来の社会の担い手の育成をすすめます。

◇ 誰もが必要な情報を容易に得られ、相談や仲間づくりができるよう、きめ細かに情報発

信や交流をすすめることにより、まちづくりへの理解や関心の醸成、参加の促進を図り

ます。

◇ 飛騨地域３市１村の連携による結婚相談所の運営や結婚のきっかけとなる出会いの機

会創出、新生活への支援などにより、結婚を後押しできる社会づくりをすすめます。
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［学校教育］

［歴史文化］

［生涯学習・文化芸術］

多様な学びを約束する学習環境の整備

◇ 不登校児童生徒に対する多様な支援などにより、幅広い学びの環境を提供します。

◇ 小中一貫教育の推進により、学習環境づくりに取り組みます。

◇ 学校の適正規模・適正配置の検討をすすめます。

◇ 学校の適正規模を考慮した整備により、学校施設の学習環境の保全と安全性や利便性の

向上を図ります。

◇ ＩＣＴ機器を活用した高度な学習環境の提供などにより、学校における教育のデジタル

化を図ります。

地域への愛着と郷土への誇り、未来への希望の醸成に向けた学びの提供

◇ 社会科副読本の更新や地元住民の協力により、身近でわかりやすく特色のある郷土学習

をすすめます。

◇ プログラミング学習や外国語指導助手（ＡＬＴ）による外国語指導などの取り組みによ

り、デジタル化やグローバル化のすすむ社会を生き抜く力を身につける学びを提供しま

す。

地域における歴史遺産・伝統文化の保存継承

◇ 歴史的建造物の耐震化・防火対策の計画的な実施などにより、防災能力の向上を図りま

す。

◇ 地域で継承されている祭礼行事や伝統行事の維持に向けた検討をすすめます。

◇ 地域の歴史遺産の指定や登録を推進することにより、保存と活用を図ります。

文化財等の新たな活用による郷土愛の醸成

◇ 実演や体験、協働による資料整理、ＩＣＴ技術を活用した情報発信などにより、気軽に

歴史・伝統に触れられる機会を創出し、郷土愛や地域への誇りの醸成を図ります。

◇ 新たな伝統的建造物群保存地区の選定などにより、歴史的町並みの保存と活用を図りま

す。

◇ 高山城跡や松倉城跡、広瀬城跡などの活用により、飛騨の中世城館跡の魅力や価値を活

かしたまちづくりをすすめます。

市民の多様な生涯学習活動、文化芸術活動の場の提供

◇ 高山駅西地区複合・多機能施設の整備などにより、あらゆる世代の交流、生涯学習活動、

文化芸術活動の場を提供します。

市民の主体的な文化芸術活動や生涯学習活動の促進
◇ 市民主体の文化芸術活動に対する支援や学習情報の提供などにより、喜びや生きがいを

感じられる機会の充実を図ります。

若者が活躍できる機会の創出
◇ 地域や事業者と連携した取り組みなどにより、若者の交流や主体的な活動を支援しま

す。
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［スポーツ］

［交流］

■幸福実感指標

指標名 指標の説明
単

位

現状値

(2024)

中間目標

(2029)

目標

(2034)

市民満足度

［こども］

「こどもが健やかに育つ環境

が整っている」と感じている市

民の割合

％ 68.9 ⤴ ⤴

市民満足度

［学校教育］

「学校・家庭・地域が連携した

児童生徒の教育環境が整って

いる」と感じている市民の割合

％ 61.4 ⤴ ⤴

市民満足度

［歴史文化］

「文化財や伝承芸能が保存、継

承され、郷土の歴史文化に誇り

を持っている」と感じている市

民の割合

％ 70.9 ⤴ ⤴

市民満足度

［生涯学習・文

化芸術］

「文化芸術や生涯学習などに

触れ、学び、成果を活かせる環

境が整っている」と感じている

市民の割合

％ 53.2 ⤴ ⤴

市民満足度

［スポーツ］

「スポーツをしたり、楽しんだ

りできる環境が整っている」と

感じている市民の割合

％ 48.3 ⤴ ⤴

市民満足度

［交流］

「国内外との都市と様々な分

野において交流がすすんでい

る」と感じている市民の割合

％ 50.2 ⤴ ⤴

■主な関連計画

教育振興基本計画、こども未来計画

気軽にスポーツに触れられる機会の提供

◇ 気軽に体を動かす機会の創出などにより、スポーツが身近になる環境を提供します。

市民の多様なニーズに合わせたスポーツ環境の提供
◇ 野球場や中山公園陸上競技場の整備をはじめ、既存施設の適正な維持修繕により、市民

がスポーツに触れる環境の充実を図ります。

国内外の姉妹友好都市等との交流
◇ 国内外の姉妹友好都市などとの継続的な交流により、産業経済をはじめとした地域の活

性化や人々の心の豊かさの創出を図るとともに、広い視野を持った次世代の人材育成を

図ります。
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都市基盤・防災・景観
・土地利用・都市計画

・公共交通

・住宅・公園・景観

・道路・河川

・上水道・下水道

・防災・危機管理

・消防・救急
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都市基盤・防災・景観

【目指す姿】

生活の基盤である、住居、インフラ、災害への備えなどが整った、安全で安心し

た暮らしの実現

【目指す姿を実現するための方向性】

急激な社会情勢の変化や地域社会の変容に対応し、長期的な視点で社会基盤を

整備する必要があります。

緊急時でも支え合いの体制が確立し、安全安心な暮らしが維持できる仕組みの

構築が求められています。

日々の暮らしのなかで、憩いや交流できる場の提供が求められています。

■施策分野別の課題と方向性

［土地利用・都市計画］

長期的な視点は堅持しつつ、社会的な変化などに対応した都市計画が求められ

ています。

⇒地域特性や長期的視点を踏まえた土地利用

［公共交通］

地域の実情に沿った公共交通体制を確保する必要があります。

既存の方法にとらわれない新たな手法の取り組みが求められています。

⇒地域の実情やニーズに応じた公共交通体制の確立

公共交通の利用環境の向上を図る必要があります。

⇒公共交通の利便性の向上

［住宅・公園・景観］

安心して生活ができる住宅環境が求められています。

⇒良質で住み続けられる住宅環境の整備

身近なところで遊ぶことができる場所や休憩し交流できるスポットが求めら

れています。

⇒公園やまちかどスポットの充実

人々を魅了する景観の保全と規制について、バランスの取れた制度の構築が求

められています。

⇒地域の特性に応じた景観の保全・創出

増加する空き家への対策が求められています。

⇒空き家対策・活用

地域の伝統的な技法の継承に対する支援の必要があります。

⇒飛騨の匠の技を継承する人材の確保
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［道路・河川］

中部縦貫自動車道の延伸や、東海北陸自動車道の 4 車線化、都市計画道路松之

木千島線の整備など、道路交通網の大きな変化へ対応する必要があります。

⇒早期の幹線道路ネットワークの構築

災害や老朽化・長寿命化対策、将来にわたる維持管理など、道路や河川環境の

維持が求められています。

⇒官民連携による快適な道路・河川環境の維持

［上水道・下水道］

独立採算が求められる企業会計として、経営基盤を強化する必要があります。

⇒持続可能で効率的な経営

将来を見据えたコスト縮減のための整備や災害に強いインフラ環境が求めら

れています。

⇒将来を見据えた効率的な施設・設備の維持

［防災・危機管理］

災害に備え、市民の防災意識の向上を図るとともに、各地区における防災計画

の策定や防災リーダーの育成を促進する必要があります。

⇒市民の防災意識向上と地域防災力の強化

発災時の被害を最小限に抑えるための取り組みが求められています。

⇒災害情報共有の推進と避難所機能の充実

発災時の安全・安心が確保できる体制の充実が求められています。

⇒関係機関等との連携強化（広域防災体制の構築）

［消防・救急］

消防団をはじめとした地域の消防力を高める取り組みが求められています。

⇒持続可能な消防団体制等地域消防力の強化

緊急時に迅速に対応できる環境を整備する必要があります。

⇒消防・救急体制の確立
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■重点的にすすめる施策

［土地利用・都市計画］

［公共交通］

［住宅・公園・景観］

地域特性や長期的視点を踏まえた土地利用
◇ 長期的視点に立ち、社会的な変化などに対応する都市計画に見直すことにより、適正な土地

利用を図ります。

◇ 緑地保全に対する制度の拡充などにより、山林の保全や里山景観の維持を図ります。

◇ 中心市街地の活性化などにより、市街地中心部の魅力創出を図ります。

◇ 高山駅西地区複合・多機能施設の整備により、高山駅西地区の活性化と高山駅東側と西側と

が連動した賑わいの創出を図ります。

◇ 新火葬場の整備により、誰もが利用しやすく、厳かで温もりのある旅立ちの空間の実現を図

ります。

◇ 都市計画道路西之一色花岡線、市道若達花岡線、市道上三之町下三之町線における無電柱化

の推進により、安全に通行できる環境の確保や景観の保全を図ります。

◇ 市街地外縁部駐車場の利用の促進などにより、市内に流入する車両の抑制や歩行空間の確保

を図ります。

地域の実情やニーズに応じた公共交通体制の確立

◇ のらマイカーやまちなみバス、匠バスなどの運行ルートやダイヤの見直しにより、利用しや

すい地域公共交通の確保を図ります。

◇ 自家用有償旅客運送、ライドシェア、デマンドタクシーなどにより、地域の特性に応じた移

動方法を検討します。

◇ バスやタクシーなど市民の移動を支える運転手の確保への支援により、公共交通の維持・向

上を図ります。

公共交通の利便性の向上
◇ 待合いスペース等の整備などにより、公共交通の利用環境の向上を図ります。

◇ 公共交通利用に対する各種補助制度の拡充や見直しを行います。

良質で住み続けられる住宅環境の整備
◇ 耐震診断から耐震改修への効果的な誘導により、安全で安心して暮らすことができる住宅環

境の整備を図ります。

◇ 市営住宅の適正な配置により、住宅に困窮する市民へ安定的な住環境の提供を行います。

公園やまちかどスポットの充実
◇ 公園やまちかどスポットの再整備などにより、こどもの遊び場や憩いの場の充実を図りま

す。

地域の特性に応じた景観の保全・創出
◇ 美しい景観と潤いのあるまちづくり条例や景観計画などの適切な運用により、景観の保全を

図ります。

空き家対策・活用
◇ 危険な空き家の除去や活用可能な空き家の利用促進により、市民の安全な生活環境の保全を

図ります。

飛騨の匠の技を継承する人材の確保
◇ 伝統建築産業などの後継者育成や伝統構法への支援により、飛騨の匠の技を継承する人材を

確保します。
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［道路・河川］

［上水道・下水道］

［防災・危機管理］

早期の幹線道路ネットワークの構築

◇ 都市計画道路松之木千島線、西之一色花岡線、市道旅行村線などの整備により、道路交

通の利便性の向上を図ります。

◇ 中部縦貫自動車道や国道４１号石浦バイパス、東海北陸自動車道全線４車線化など広域

交通網の整備促進とともに、インターチェンジ周辺をはじめ沿線の地域活性化を図りま

す。

官民連携による快適な道路・河川環境の維持
◇ 道路台帳や除雪業務のデジタル化の推進により、市民の利便性の向上と効率的な除雪を

図ります。

◇ 都市計画道路などの交差点改良や幹線市道の計画的な長寿命化改修により、快適な道路

環境の維持・向上を図ります。

◇ 水門の遠隔監視や自動制御化により、降雨時などの住宅地への流入抑制を早期に行う仕

組みを構築します。

持続可能で効率的な経営
◇ 上下水道の適正な料金設定により、安定的な経営環境への改善を図ります。

将来を見据えた効率的な施設・設備の維持
◇ 配水区域の再編、下水道処理区の再編・下水道管情報のデジタル化により、将来への負

担の軽減を図ります。

◇ 水源地域の保全と徹底した水質管理により、安全で安心して飲める水道水を提供しま

す。

◇ 汚水の適正な処理により、快適な生活環境と流域の良好な水質を確保します。

◇ 施設や設備の強靭化により、災害時においても安心して利用できる上下水道サービスを

提供します。

市民の防災意識向上と地域防災力の強化
◇ 地域住民による地区防災計画の策定を促進するとともに、実践的な防災訓練を実施する

ことにより、地域における防災体制の確立をすすめます。

◇ 災害時に必要な知識やスキルを身につけるための防災リーダーの育成や防災教育の推

進などにより、災害に対応できる人材の育成をすすめます。

災害情報共有の推進と避難所機能の充実
◇ 老朽化した防災行政無線機器の更新をはじめ、多様な情報伝達手段を確保し、市民への

迅速で確実、かつ安定的・効果的な情報共有を図ります。

◇ 要支援者や観光客など、誰もが安全に避難できる体制づくりをすすめます。

◇ 避難所運営マニュアルの見直しや災害備蓄品の確保、分散備蓄の推進などにより、避難

所機能の充実を図ります。

関係機関等との連携強化（広域防災体制の構築）
◇ 大規模災害時に円滑な応援や受援が可能となるよう、国・県、姉妹友好都市、災害応援

協定締結団体などとの連携強化を図ります。
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［消防・救急］

■幸福実感指標

指標名 指標の説明
単

位

現状値

(2024)

中間目標

(2029)

目標

(2034)

市民満足度

［土地利用・都

市計画］

「保全と開発とのバランスの

取れた秩序ある土地利用が行

われている」と感じている市

民の割合

％ 29.1 ⤴ ⤴

市民満足度

［公共交通］

「日常的に利用できる公共交

通体系が整っている」と感じ

ている市民の割合

％ 32.7 ⤴ ⤴

市民満足度

［住宅・公園・

景観］

「快適な住宅環境や公園、美

しい景観が保たれている」と

感じている市民の割合

％ 59.4 ⤴ ⤴

市民満足度

［道路・河川］

「安全で快適に移動できる道

路環境が整っている」と感じ

ている市民の割合

％ 60.1 ⤴ ⤴

市民満足度

［上水道・下水

道］

「安全でおいしい水が提供さ

れ、汚水処理が適切に行われ

ている」と感じている市民の

割合

％ 90.1 ⤴ ⤴

市民満足度

［防災・危機管

理］

「災害から命・財産を守るた

めの準備や体制が整ってい

る」と感じている市民の割合

％ 54.1 ⤴ ⤴

市民満足度

［消防・救急］

「消防救急体制が整ってい

る」と感じている市民の割合
％ 77.3 ⤴ ⤴

■主な関連計画

都市基本計画、地域防災計画、中心市街地活性化基本計画、

地域公共交通計画、緑の基本計画、景観計画、水道ビジョン・経営戦略、

下水道ビジョン・経営戦略

持続可能な消防団体制等地域消防力の強化
◇ 消防団関連イベントや広報活動などにより、市民の消防団への理解度や消防団員のやり

がいの向上を図ります。

◇ 様々な人材を確保することにより、消防団活動の活性化を図ります。

◇ 消防団員の処遇改善と負担軽減などにより、消防団の維持と地域消防力の強化を図りま

す。

消防・救急体制の確立
◇ 消防指令システム等の更新整備により、消防力の強化を図ります。

◇ 救急と医療機関の連携による搬送体制の整備により、市民の生命を守ります。

◇ 近隣の自治体等との連携などにより、市民が安心して暮らせる消防・救急体制づくりを

すすめます。
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森林・環境・エネルギー
・森林政策

・生活環境・資源循環

・温暖化対策・自然環境
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森林・環境・エネルギー

【目指す姿】

飛騨高山の豊富な森林や自然資源を守り、育て、活用した、快適で潤いに満ちた

暮らしの実現

【目指す姿を実現するための方向性】

市域のほとんどを占める森林や自然資源の有効活用とともに、自然環境の保全

及び自然との共生が求められています。

地球環境の保全に向けた循環型社会を形成する必要があります。

地球温暖化による様々な影響を軽減するため、脱炭素社会の実現に向けた取り

組みを推進する必要があります。

■施策分野別の課題と方向性

［森林政策］

年代を問わず、森や木に触れられる環境、森や木を活用した教育など、機会の

創出が求められています。

⇒あらゆる世代が木に親しむ機会の創出

森林整備によるカーボンオフセットなど、地球温暖化対策に資する森林づくり

をすすめるため、都市部自治体との連携拡大が求められています。

⇒都市部連携による森林づくりの推進

森林環境譲与税の有効活用による地球温暖化防止、国土保全及び水源のかん養

などの森林の多様な機能の増進が求められています。

⇒森林環境譲与税の有効活用による森林の多様な機能の増進

［生活環境・資源循環］

新ごみ処理施設の円滑な運用、埋立処分場の延命化など、現状を踏まえたごみ

の適正処理に対応する必要があります。

⇒ごみ処理を取り巻く環境への対応

生活環境保全のため、ごみ排出方法の周知徹底及び循環型社会の形成が求めら

れています。

⇒循環型社会の形成など公衆衛生環境の確保
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［温暖化対策・自然環境］

豊かな自然資源を活用したエネルギーの地産地消に取り組む必要があります。

⇒自然資源を活用したエネルギーの地産地消等による脱炭素社会の実現

豊かな自然環境の保全と活用が求められています。

⇒豊かな自然に対する理解と自然環境の保護・保全と利活用
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■重点的にすすめる施策

［森林政策］

［生活環境・資源循環］

あらゆる世代が木に親しむ機会の創出
◇ 幼少期から大人まで世代に応じた木育・森林環境教育により、森林に対して責任ある行

動をとることができる人づくりをすすめます。

都市部連携による森林づくりの推進
◇ 都市部自治体との連携拡大により、森林整備によるカーボンオフセットや木材利用、普

及啓発など、地球温暖化対策に資する森林づくりをすすめます。

森林環境譲与税の有効活用による森林の多様な機能の増進
◇ 森林環境譲与税の活用により、水源林の保全や災害に強い森林づくりなどの森林の有す

る公益的機能の増進や、公益的機能に関する普及啓発を図ります。

ごみ処理を取り巻く環境への対応
◇ 新ごみ処理施設の整備と環境性能を活かした運用により、飛騨高山にふさわしいクリー

ンな環境づくりを図ります。

◇ 第一次埋立処分地の跡地の公園整備などにより、ごみ処理施設周辺の環境を整えるとと

もに、第二次埋立処分地の延命化などにより、ごみ処理施設の安定稼働を図ります。

◇ 新ごみ処理施設の稼働を踏まえ、ごみの処分体制を家庭系・事業系それぞれの特性に合

わせたものに見直すことにより、ごみの減量化やごみ排出方法の改善を図ります。

循環型社会の形成など公衆衛生環境の確保
◇ 資源化施設の整備及び３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）のさらなる推進によ

り、循環型社会の形成を図ります。

◇ ごみのポイ捨て、路上喫煙禁止の啓発強化、海洋プラスチックごみ対策や環境配慮行動

の推進などにより、生活環境の保全を図ります。
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［温暖化対策・自然環境］

自然資源を活用したエネルギーの地産地消等による脱炭素社会の実現
◇ 自然がもたらす多様な恵みを活かした再生可能エネルギーの導入促進等により、エネル

ギーの地産地消と地域内経済循環、気候変動に対応する脱炭素社会の実現を図ります。

豊かな自然に対する理解と自然環境の保護・保全と利活用
◇ 自然環境に対する意識を向上させ、生物多様性の保全をすすめるとともに、中部山岳国

立公園をはじめとした自然公園などの自然環境の保護と、さらなる磨き上げにより、魅

力の向上を図ります。
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■幸福実感指標

指標名 指標の説明
単

位

現状値

(2024)

中間目標

(2029)

目標

(2034)

市民満足度

［木の活用］

「身の回りに木や森に親しむ

環境が整っている」と感じて

いる市民の割合

％ 63.7 ⤴ ⤴

市民満足度

［生活環境・資

源循環］

「ごみ処理や分別収集が適切

に行われ、良好な生活環境が

保たれている」と感じている

市民の割合

％ 87.6 ⤴ ⤴

市民満足度

［温暖化対策・

自然環境］

「自然環境の保全や自然エネ

ルギーの活用をはじめ、地球

環境を守る取り組みがすすん

でいる」と感じている市民の

割合

％ 45.9 ⤴ ⤴

■主な関連計画

環境基本計画、森林整備計画、ごみ処理基本計画
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産業・労働・プロモーション
・農業・林業・畜産業

・商業・工業

・雇用・労働

・移住定住

・プロモーション・観光
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産業・労働・プロモーション

【目指す姿】

飛騨高山の風土や有形無形の財産を活かした、活力と働きがいのある暮らしの実

現

【目指す姿を実現するための方向性】

農林畜産業等を持続可能な産業とするため、多様な人材の確保や育成、生産基

盤の整備、関係者が連携した販路拡大が求められています。

多様化するニーズや時代の変化に柔軟に対応しながら既存産業の稼ぐ力の強

化と市内資金循環の促進による経済の好循環の実現が求められています。

市内で製造、提供される産品やサービスなどが市民の誇りや自信となり、国内

外にも広く支持されるよう付加価値の強化が求められています。

事業者の有する販路や財産、技術、精神を次の世代へ引き継ぐとともに、地域

産業の持続的な成長が求められています。

多様な人材を確保・育成し、誰もが能力を活かしながら働きがいを持って働く

ことができる環境の構築や所得の向上が求められています。

■施策分野別の課題と方向性

［農業・林業・畜産業］

事業継承のための取り組みや、特色ある地域産品、そのための基盤となる環境

整備など、生産地づくりが求められています。

⇒特色を活かした生産地づくり

企業や組合、生産者、あらゆる関係者が一丸となった販路の拡大が求められて

います。

⇒関係者が一丸となった販路拡大

生産者が安心して生産活動を行うための環境を整備する必要があります。

⇒安心して生業を営むことができる環境整備
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[商業・工業]

域外市場産業の高付加価値化や競争力の強化が求められています。

⇒域外市場産業の成長促進

時代やニーズの変化に柔軟に対応した企業経営や長年にわたり培われた技術

の継承、円滑な事業承継が求められています。

⇒事業継続力の強化と技術の継承

新技術や新生産方式の導入促進、生産性の向上が求められています。

⇒イノベーションの促進と生産性の向上

魅力ある商業空間の形成と地域の拠点づくりが求めらています。

⇒地域の特色や資源の活用による魅力ある商業空間の形成と地域の拠点づ

くり

[雇用・労働]

誰もが働きやすい、働きがいのある労働環境の整備が求められています。

⇒多様な人材が働きやすい、働きがいのある労働環境の整備

多様な雇用機会の創出と地元企業への就労促進が求められています。

⇒多様な雇用機会の創出と地域の魅力の発信などによる地元企業への就労

促進

[移住定住]

移住者が集まり、住み続けられる環境を整備する必要があります。

⇒移住者が定住しやすい環境の整備

移住者を受け入れ、住民として共に支え合う意識を醸成する必要があります。

⇒移住者への理解の促進

[プロモーション・観光]

郷土に対する誇りと先人たちの築き上げた有形無形の財産の効果的な発信が

求められています。

⇒郷土に対する誇りと飛騨高山ブランドの効果的な発信

観光客や飛騨高山と関係のある人々との関係を活かし、地域の課題解決を図る

必要があります。

⇒観光を活かした持続可能な地域づくりの推進
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■重点的にすすめる施策

［農業・林業・畜産業］

［商業・工業］

特色を活かした生産地づくり
◇ 新たな農業技術導入などの促進により、生産性を高め、地域特性を活かした魅力的な農

業生産地づくりをすすめます。

◇ 幅広い世代で農業への関心を高め、多様な担い手や働き手の確保、遊休農地の解消など

により、持続可能な農業をすすめます。

◇ 家畜改良事業の推進や耕畜連携により、畜産業者が安心して経営できる畜産生産地づく

りをすすめます。

◇ 繁殖牛舎等の整備や自立経営への支援などにより、新たな担い手の確保と定着を図りま

す。

◇ 地籍調査や森林推定地番図の作成などにより、森林所有者の特定を図り、個人所有の森

林整備を加速させます。

◇ 生産性の高い森林のゾーニングなど、戦略的かつ計画的な森林整備により、「伐って、

使って、植えて、育てる」という森林資源の循環利用を図ります。

◇ 移住者や県立森林文化アカデミーの学生への支援により、新たな担い手の確保と定着を

図ります。

関係者が一丸となった販路拡大
◇ 地方卸売市場の活用などにより、農業者と観光事業者などとの連携による地産地消や農

産物の販路拡大をすすめます。

◇ 全国和牛能力共進会への出品などにより、関係機関と連携し飛騨牛の高品質化及び販路

拡大をすすめます。

◇ 林業や木材産業などとの連携拡大により、スギやヒノキなどの針葉樹だけでなく広葉樹

の販路拡大をすすめます。

安心して生業を営むことができる環境整備
◇ 優良農地の確保や農業用施設の長寿命化、鳥獣による被害防止の推進により、安心して

農業を営むための環境整備を図ります。

◇ 家畜診療技術の高度化により、効果的で効率的な診療体制の強化と、安心して畜産業を

営むための環境整備を図ります。

域外市場産業の成長促進
◇ 商品・サービスの高付加価値化やマーケティングの強化、特産品の販路拡大などの促進

により、域外市場産業の成長を図ります。

事業継続力の強化と技術の継承
◇ 中小・小規模事業者の経営基盤の強化や事業承継、市内への本社機能移転などの促進に

より、事業の継続と産業構造の多様化を図ります。

イノベーションの促進と生産性の向上
◇ ＤＸの推進や最新技術の活用促進、起業・創業しやすい環境づくりなどにより、市内産

業のイノベーションを誘発するとともに生産性の向上を図ります。

地域の特色や資源の活用による魅力ある商業空間の形成と地域の拠点づくり
◇ 地域の特色や資源の活用などにより、魅力ある商業空間や地域の拠点づくりをすすめま

す。
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［雇用・労働］

［移住定住］

［プロモーション・観光］

移住者が定住しやすい環境の整備
◇ 市内で充実して暮らす若者等の姿、まちや職場の魅力などの情報の発信強化により、地

域の成長と発展に寄与するＵＩＪターン者の確保を図ります。

◇ 移住する人や移住した人の想いに寄り添った暮らしへの支援により、暮らしたい、戻っ

てきたいと思えるまちづくりをすすめます。

移住者への理解の促進
◇ 民間事業者と連携した移住者と地域住民との交流イベントなどにより、互いに理解し合

い、協力して豊かな地域社会を築いていく環境づくりを促進します。

多様な人材が働きやすい、働きがいのある労働環境の整備
◇ 多様な人材の確保・育成により、働きがいのある労働環境の整備を促進します。

多様な雇用機会の創出と地域の魅力の発信などによる地元企業への就労促進
◇ 地域の魅力を市内外に発信するなど、地元企業との連携により、地元就職と地域への定

着の促進を図ります。

郷土に対する誇りと飛騨高山ブランドの効果的な発信
◇ 飛騨高山の有する様々な魅力や価値の再認識と磨き上げにより、生まれ育った地域への

愛着と郷土への誇りの醸成を図ります。

◇ 多様な情報媒体などを活用した情報発信により、飛騨高山ブランドの認知度の向上を図

ります。

◇ ふるさと納税の返礼品として地場産品や体験型メニューなどを提供することにより、地

域内産業の活性化を促進します。

観光を活かした持続可能な地域づくりの推進
◇ 観光を活用した地域資源の保護・活用や人材育成、郷土愛の醸成により、選ばれ続ける

観光地づくりをすすめます。

◇ 観光客の安全・安心・快適な受入れ体制の整備により、滞在環境の充実を図ります。

◇ 観光を活用して産業・地域・人をつなぎ、相互連携や役割分担の明確化により、住んで

よし、訪れてよしの持続可能な地域づくりをすすめます。
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■幸福実感指標

指標名 指標の説明
単

位

現状値

(2024)

中間目標

(2029)

目標

(2034)

市民満足度

［農業・林業・

畜産業］

「地元の農産物や木材が広く

消費され、農畜産業や林業が

活性化している」と感じてい

る市民の割合

％ 49.0 ⤴ ⤴

市民満足度

［経済］

「市内で生産されたものが市

内で販売、消費されるなど、

地域内で経済が循環し、活性

化している」と感じている市

民の割合

％ 55.1 ⤴ ⤴

市民満足度

［雇用・労働］

「若者や女性、高齢者、障が

い者、外国人など、働く人が

望む就労の場が確保されてい

る」と感じている市民の割合

％ 31.0 ⤴ ⤴

市民満足度

［移住定住］

「移住を希望される方を受け

入れる環境が整っている」と

感じている市民の割合

％ 36.3 ⤴ ⤴

市民満足度

［観光］

「観光客の来訪が、市民生活

の向上につながっている」と

感じている市民の割合

％ 50.5 ⤴ ⤴

■主な関連計画

産業振興計画、農業振興地域整備計画、男女共同参画基本計画、

観光を活用した持続可能な地域づくり方針
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１ 地域間連携（エリア）のまちづくりのすすめ方

市では、平成１７（２００５）年の市町村合併以後、第七次総合計画、第八次総合

計画に基づき、一体感の醸成に向けた取り組みをすすめるとともに、多様な地域資源

や地域特性を活かした個性あるまちづくりを推進してきました。

また、平成２７（２０１５）年度からは協働のまちづくりが市全域でスタートし、

市やまちづくり協議会、事業者などの多様な主体が協働して地域課題を解決するため

の事業に取り組んでいます。

そのような中、令和２（２０２０）年の第八次総合計画の見直しにおいて、各まち

づくり協議会の範囲を地域の単位とした地域のまちづくりを位置づけ、市民、地域住

民組織、事業者、行政など地域に関わる様々な主体が同じ目線に立って将来に向けた

取り組みを実践できるよう、各地域のまちづくりの方向性を示してきました。

まちづくり協議会を単位とした地域のまちづくりでは、地域固有の資源や特性を活

かした個性あるまちづくりが着実に進展しており、地域のまちづくりに対する市民意

識の醸成が図られている一方で、個別地域の枠にとどまり、個別地域の枠を超えた地

域（エリア）での取り組みが少ないのが現状です。

こうしたことを踏まえ、“自分たちが住むまちは、どのような姿が望ましいのか”と
いう市民の思いを大切にしながら、より効果的かつ効率的な地域のまちづくりを推進

するため、各地域が培ってきたそれぞれの強み（特徴等）を活かす形で、地域間（地

域同士）の連携強化を図り、地域（エリア）一体となってすすめるまちづくりの方向

性を地域間連携のまちづくりとして示します。

なお、市が一体的に取り組む施策や特定分野における取り組みは、重点戦略や分野

別計画において取り組むこととしています。この地域間連携のまちづくりでは、個別

地域を超えた地域（エリア）一体となって共通の認識を持って取り組みをすすめるこ

とで、個別地域が誇る資源（魅力）を活かして相乗効果による地域活性化に資するま

ちづくりの方向性を示しています。
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２ エリアの設定及び方向性の考え方

（１）エリアの設定

地域間連携（エリア）の設定にあたっては、以下の項目に留意し設定します。

 歴史的・地理的な繋がり

・複数地域が河川流域や道路網、伝統文化、自然景観、農林業などの歴史的・

地理的な繋がりを活かすことで、さらなる一体感の醸成が期待できること。

 広域化・相互補完

・地域間連携によりエリアが広域化することで、スケールメリットが期待され

ること。また、強みを活かして弱みを補うといった相互補完による効果が期

待できること。

 政策間の連携

・複数の政策が相互に関係することで、地域（エリア）全体として各種政策の

相乗効果が期待できること。

（２）方向性の考え方

地域間連携（エリア）のまちづくりの取り組みなどについては、以下の考え方

に基づき、設定しています。

 主な地域として、高山地域及び各支所地域単位での地域を示していますが、

エリアとして示した特定の地域のみの取り組みではなく、周辺地域も含めて

一体的な取り組みとしてすすめるものです。

 共通の資源を活かした地域間連携の活性化でのエリア設定であり、他の取り

組みにおける地域を限定するものではありません。

 単独の地域での特徴を活かした取り組みなどは、重点戦略や分野別計画など

で示すこととしています。
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３ 地域間連携（エリア）のまちづくり

（１）国内有数の山岳資源や温泉資源を有するエリア

【飛騨山脈の山岳資源や自然を活かしたまちづくり】

○主な地域

・丹生川地域

・上宝・奥飛騨温泉郷地域

（周辺関連自治体：松本市）

○エリアの特徴

○まちづくりの方向性

○主な取り組み

主な地域資源 都市連携軸など

【自然資源】

・槍ヶ岳、乗鞍岳、穂高連峰、中部山岳国立公園など

・Kita Alps Traverse Route（北アルプストラバースルート）

・新穂高ロープウェイ、登山道、乗鞍スカイライン、乗鞍山麓五色ヶ

原の森、奥飛騨ビジターセンター

【産業資源】

・奥飛騨温泉郷（５つの温泉地）、宿儺の湯、恵比須の湯

・飛騨大鍾乳洞、スキー場、ロングトレイル、キャンプ場

・稲作や山椒、トマト、ホウレンソウ生産をはじめとした農業

・道の駅奥飛騨温泉郷上宝

・中部縦貫自動車道

・国道１５８号

・国道４７１号

 松本高山 Big Bridge（ビッグブリッジ）構想の推進

 飛騨山脈ジオパーク構想の推進

 奥飛騨温泉郷活性化基本構想の推進

 グリーンツーリズム、エコツーリズム等の体験型の観光の推進

◇ 松本高山 Big Bridge（ビッグブリッジ）構想や山岳観光プロモーションの強化、地域資

源の更なる磨き上げなどにより、飛騨山脈の山岳資源と自然を有するエリアとしてのま

ちづくりをすすめます。
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（２）街道景観と都市部とのアクセスを有するエリア

【自然豊かな街道景観と都市部とのアクセスを活かしたまちづくり】

○主な地域

・清見地域

・荘川地域

（周辺関連自治体：郡上市、白川村）

○エリアの特徴

○まちづくりの方向性

○主な取り組み

主な地域資源 都市連携軸など

【道路資源】

・飛騨美濃せせらぎ街道、飛騨やまびこ街道、さくら街道、飛騨高

山風景街道、高規格道路（「合掌・さくら」飛越街道（東海北陸自

動車道、中部縦貫自動車道））他

・道の駅：パスカル清見、ななもり清見、桜の郷荘川

【自然資源】

・白山国立公園、せせらぎ渓谷県立自然公園、白山ユネスコエコパ

ーク、生活環境保全林（せせらぎ街道四季の郷、であいの森）、荘

川桜

【産業資源】

・ウッド・フォーラム飛騨、自然体験施設、キャンプ場、別荘地、

そば、飛騨牛、木工・クラフト、桜香の湯、荘川の里、そばの里

荘川、高冷地野菜

・東海北陸自動車道

・中部縦貫自動車道

・国道１５６号

・国道１５８号

・主要地方道高山清見

線

 自然や農業を体験できる施設などを活用した観光・交流の振興

 四季折々の美しい街道景観の保全と活用

 道の駅の販売促進及び地域食材の提供

 農業・畜産の担い手への農地等の集積・集団化・大規模化

 東海北陸自動車道全線４車線化の促進

◇ 自然豊かな街道景観の保全と活用によるエリアの周遊の促進をはじめ自然や農業を体験

できる施設の活用など、都市部や企業等との連携などにより、街道景観と都市部とのアク

セスを有するエリアとしてのまちづくりをすすめます。
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（３）南北の連携軸を有するエリア

【国道４１号、ＪＲ高山本線沿線の自然と文化資源を活かしたまちづくり】

○主な地域

・高山地域

・一之宮地域

・久々野地域

・国府地域

（周辺関連自治体：下呂市、飛騨市）

○エリアの特徴

○まちづくりの方向性

○主な取り組み

主な地域資源 都市連携軸など

【文化資源】

・山城跡（高山城、松倉城、広瀬城ほか）

・ユネスコ無形文化遺産「高山祭の屋台行事」

・日本遺産「飛騨匠の技・こころ－木とともに、今に引き継ぐ１３０

０年－」

・伝統的建造物群保存地区、風土記の丘

・堂之上遺跡、飛騨一宮水無神社、安国寺経蔵、臥龍桜、宮笠、位山

道など

【自然資源】

・位山、船山、川上岳、モンデウスパーク、ひだ舟山リゾートアルコ

ピア、宮川、常泉寺川（バイカモ）、源流の森、巨樹・巨木、巨石

群、分水嶺、岐阜大学位山演習林、あららぎ湖、宇津江四十八滝な

ど

【産業資源】

・果樹、高冷地野菜、ワイナリー、釣り、道の駅飛騨街道なぎさ、特

選館あじか、しぶきの湯など

・国道４１号

・ＪＲ高山本線

・主要地方道国府見座

線

・主要地方道宮萩原線

 日本遺産を活用した周遊型の観光の推進

 伝統工芸品の活用と保存継承

 地域を周遊するｅ－バイクツアーの促進

 ヘルスツーリズムの推進

 アルコピアスキー場廃止後の地域振興策の推進

◇ 日本遺産や伝統工芸品、名勝や田園・農村風景の活用などの体験型の周遊の促進などに

より、自然と文化資源を活かしたエリアとしてのまちづくりをすすめます。
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（４）高地の特性と長野県方面からのアクセスを有するエリア

【国道３６１号、主要地方道久々野朝日線を活かしたまちづくり】

○主な地域

・久々野地域

・朝日地域

・高根地域

（周辺関連自治体：下呂市、木曽町）

○エリアの特徴

○まちづくりの方向性

○主な取り組み

主な地域資源 都市連携軸など

【道路資源】

・美女街道、旧江戸街道

【自然資源】

・飛騨御嶽高原高地トレーニングエリア、秋神グラウンド

・御嶽山、乗鞍岳、野麦峠、秋神川、釣り

・石仏、枝垂れ桜、氷点下の森

【産業資源】

・塩沢温泉、秋神温泉、くるみ温泉、キャンプ場

・鈴蘭高原カントリークラブ、ひだ舟山リゾートアルコピア

・高冷地野菜、果樹、蒸留所、ワイナリー、観光農園

・木工・クラフト

・道の駅ひだ朝日村、道の駅飛騨たかね工房

・国道３６１号

・主要地方道久々野朝

日線

・県道御岳山朝日線

 高地トレーニングエリアにおける利用促進

 地域活性化に向けた廃校施設の活用

 スポーツ合宿誘致に向けた地元活動の促進

 クラフト３６１など沿線の特徴を活かした民間活動

 アルコピアスキー場廃止後の地域振興策の推進

◇ 高地を活かした地元農産物やスポーツ交流など道路沿線の特徴を活かした一体的な取り

組みの促進などにより、高地の特性と長野県方面からのアクセスを有するエリアとして

のまちづくりをすすめます。
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（５）高規格道路沿線（延伸）の立地を有するエリア

【中部縦貫自動車道、東海北陸自動車道を活かしたまちづくり】

○主な地域

・高山地域

・丹生川地域

・清見地域

・荘川地域

・上宝・奥飛騨温泉郷地域

（周辺関連自治体：白川村、郡上市、松本市）

○エリアの特徴

○まちづくりの方向性

○主な取り組み

主な地域資源 都市連携軸など

【道路資源】

・高規格道路インターチェンジ、道の駅、バスターミナル、安房トン

ネル、飛騨美濃せせらぎ街道

【自然資源】

・中部山岳国立公園、槍ヶ岳、乗鞍岳、穂高連峰、白山など、新穂高

ロープウェイ、登山道、乗鞍スカイライン、乗鞍山麓五色ヶ原の森

【産業資源】

・奥飛騨温泉郷（５つの温泉地）、宿儺の湯、恵比須の湯、桜香の湯

・飛騨大鍾乳洞、スキー場、ロングトレイル、キャンプ場、別荘地、

清見造成地

・中部縦貫自動車道

・東海北陸自動車道

 中部縦貫自動車道の整備促進、中間インターチェンジの整備促進

 東海北陸自動車道全線４車線化の促進

 奥飛騨温泉郷活性化基本構想の推進

 四季折々の美しい街道景観の保全と活用

 農業・畜産の担い手への農地等の集積・集団化・大規模化

 企業立地の推進

 自然や農業を体験できる施設などを活用した観光・交流の振興

◇ 高規格道路の延伸を見据え、地域資源を活かした沿線の地域活性化などの取り組みによ

り、新たに設置しようとする中部縦貫自動車道の中間インターチェンジ周辺をはじめ、

高規格道路沿線の多様な立地を有するエリアとしてのまちづくりをすすめます。
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■幸福実現指標

指標名 指標の説明
単

位

現状値

(2024)

中間目標

(2029)

目標

(2034)

市民満足度

［地域連携］

「高山地域や各支所地域が地域

を超えて連携した（一体となっ

た）取り組みにより地域が活性

化している」と感じている市民

の割合

％ 32.3 ⤴ ⤴
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１ 着実な計画の推進

本計画に掲げる重点戦略と分野別計画、地域間連携（エリア）のまちづくりの着実

な推進を目指して、人口減少など社会経済情勢の変化に対応し、安定した市民サービ

スが提供できるよう、効率的かつ効果的に行政経営をすすめます。

なお、計画の推進にあたっては、多様な主体の協働や住民自治の確立などを基盤と

して、毎年市民満足度調査を行い、定期的に事業の見直しを行うなど、急激な社会変

化や市民ニーズに柔軟に対応し、限られた資源を市民のしあわせにつながる分野へ集

中的に投資するなど、メリハリのある市政運営により、計画推進の下支えを行います。

■重点的にすすめる施策

（１）市民協働・情報発信・多様性

［協働のまちづくり］

［広報公聴］

［多文化共生・人権］

地域活動における担い手の確保

◇ 地域の負担軽減や、多様な主体の協働を促進し、町内会やまちづくり協議会などへの支援に

より、地域コミュニティの維持や活性化に向けた取り組みをすすめます。

市民協働による多様な課題の解決
◇ 市民、町内会、市民活動団体、学校、事業者など、地域づくりの様々な担い手の協働を促進

することにより、地域課題に取り組む環境整備をすすめます。

多様な主体による協働のまちづくりの深化
◇ 町内会やまちづくり協議会の位置づけを明確化し、多様な主体の協働による自主的なまちづ

くり活動を活発的に取り組む環境整備をすすめます。

伝わる広報活動の展開
◇ 戦略的な情報発信により、伝わる広報の実現を図ります。

市民の声を市政に反映する公聴の展開
◇ 「誰でも、気軽に、簡単に」意見ができる環境の充実を図ることにより、市民の声を政策

に反映します。

自分らしく生きられる、多様性の尊重
◇ 多様な生き方や働き方に対する市民の意識醸成などにより、誰もが自分らしく生きられる社

会の実現を図ります。

異なる文化や慣習を認め合い、共に生きる社会の構築
◇ 在住外国人への暮らしに必要な様々なサポートや外国人材受入事業者への支援などにより、

異なる文化を持つ人々が互いに安心して暮らせる環境づくりに取り組みます。

◇ 外国語講座や異文化交流イベントなどの開催により、多様な文化や異なった価値観を尊重す

る市民意識の醸成を図るとともに、相互理解を深めます。
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（２）計画推進

［総合計画］

［組織・人事・行政経営・ＤＸ推進］

（３）財政運営

［財政・財産管理・税制］

新たな体制によるまちづくり
◇ 市民のまちづくりに対する思いを実現する仕組みの構築により、新たなまちづくりの構

築を図ります。

計画の進捗管理、実効性の確保
◇ ＰＤＣＡサイクルに基づく計画の進捗の管理、社会の変化と事業の進捗に応じた実施計

画のローリングをすすめるとともに、各種計画と連動した様々な施策を推進することに

より、総合計画の実効性を確保します。

効果的な連携
◇ 国や県、周辺自治体、事業者、団体などとの連携により、効果的で効率的な事業の推進

を図ります。

社会情勢等に対応した効率的・効果的な組織体制の構築
◇ 行政課題に対応した機能的な組織編成や多様な人材の活躍などにより、効率的・効果的

な組織体制の構築を図ります。

◇ 健康で働きやすい職場環境の整備などにより、職員の活力や生産性の向上、組織の活性

化を図ります。

◇ 多様化、高度化する行政課題に対応するため高い専門性や政策形成能力を備えた職員の

育成や確保を図ります。

◇ 住民異動手続きや各種証明書発行のスマート化などにより、市民サービスの向上及び業

務の効率化を図ります。

◇ 出資等の基本的な考え方を踏まえた出資団体への出資等の見直しをすすめます。

新たな官民連携による効果的な施設の整備
◇ 民間事業者の創意工夫による新技術や独自ノウハウを活用した公共施設の整備をすす

めます。

デジタル技術の活用による市民サービスの向上
◇ デジタル化などを通じた行政全般にわたる業務最適化や市民の利便性向上を図ります。

◇ デジタル技術やデータを有効活用して課題解決や新たな価値の創造につなげていくこ

とができる人材の育成や確保をすすめます。

持続可能な財政運営
◇ 歳入の積極的な確保、事務事業見直しなどによる歳出の削減、限られた財源の重点的か

つ効果的な配分により、財政の健全性を維持します。

◇ 財政の透明性の確保、計画的な地方債の借入や基金の活用、長期の財政収支の見通しな

どにより、持続可能な財政運営を行います。

公有財産の有効活用
◇ 公共施設の複合化や多機能化をすすめます。

◇ 不要な財産の処分をすすめます。

適正な公契約
◇ 市内事業者の積極的な活用を図ります。

公平な財源確保
◇ 市税収入の安定的な確保のため、公平公正な課税を行い、効率的な収納業務を行います。
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■幸福実感指標

■主な関連計画

行政経営方針、公共施設等総合管理計画、ＤＸ推進計画

指標名 指標の説明 単位
現状値

(2024)

中間目標

(2029)

目標

(2034)

市民満足度

［協働のまち

づくり］

「多様な主体（市民、町内会、地

域内団体、学校、事業者、行政等）

が協働してまちづくりに取り組

んでいる」と感じている市民の割

合

％ 52.9 ⤴ ⤴

市民満足度

［広報公聴］

「必要な情報が入手できるとと

もに、市政へ意見を言える環境が

整っている」と感じている市民の

割合

％ 42.4 ⤴ ⤴

市民満足度

［ 多 文 化 共

生・人権］

「年齢や性別、障がいの有無、国

籍などに関わらず、多様な生き

方・暮らし方への理解が深まって

いる」と感じている市民の割合

％ 39.2 ⤴ ⤴

市民満足度

［行政全般］

「効率的で良質な行政サービス

が提供されている」と感じている

市民の割合

％ 44.7 ⤴ ⤴

市民満足度

［ＤＸ］

「地域におけるデジタル活用が

すすんでいる」と感じている市民

の割合

％ 39.2 ⤴ ⤴

市民満足度

［財政運営］

「将来を見据えた財政運営に取

り組んでいる」と感じている市民

の割合

％ 29.4 ⤴ ⤴
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計画の考え方

1

総合計画策定の背景・趣旨

本市では、昭和４３（１９６８）年に第一次総合計画を策定して以来、社会情勢の

変化などに対応しながら、常によりよいまちづくりを目指した取り組みをすすめてき

ました。

現在は、平成２７（２０１５）年に策定した第八次総合計画（平成２７（２０１５）

年度～令和６（２０２４）年度）に基づき、市民が主役という基本的な考え方のもと、

都市像である「人・自然・文化がおりなす 活力とやさしさのあるまち 飛騨高山」

を実現するため、様々な施策に取り組んできました。

近年では、令和２（２０２０）年以降世界中で猛威を奮った新型コロナウイルス感

染症により、社会のあり方や人々の意識が大きく変化するとともに、共働き世帯の増

加、地域のつながりの希薄化、物価高騰などにより、地域課題が多様化・複雑化する

とともに、急速に少子高齢化がすすんでいます。

そのような中、令和５（２０２３）年「こどもまんなか」社会の実現を目指したこ

ども基本法の施行、働き方改革の推進や賃金の上昇への対応など、こどもや若者、労

働者を取り巻く環境は大きく変化してきています。

また、人口減少が加速する中、地域活動や経済活動など、様々な分野における人材

不足、人的資源の縮小を起因とした様々な課題に対し、これまで以上の対応が求めら

れています。

このように刻々と社会が変化していく中、市では令和５（２０２３）年度より、第

九次総合計画の策定に向けて、総合計画審議会や市民意見交換会などを開催し、これ

からの高山市について様々な意見を聴取してきました。

あわせて、令和５（２０２３）年１２月には、高山市議会より第九次総合計画に対

する提言書が市長に手交され、今後１０年間のまちづくりに求められる重要な７つの

視点についての提言がありました。

こうした社会状況の変化や市民意見、議会からの提言を踏まえ、高山市が将来にわ

たって持続可能なまちであるために、今後１０年間の総合的かつ計画的なまちづくり

の指針を示す第九次総合計画を策定するものです。



計画の考え方

2

総合計画の考え方

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、当市の人口は国や岐阜県全体

よりも早いスピードで減少しており、今後も人口減少や経済活動の縮小が見込まれる

中、以前のような拡大基調の行財政運営は困難になることが予想されます。

そのため、第九次総合計画の策定にあたっては、このような社会活動や経済活動が

縮小していく状況を見据えて、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）や多様性

などの新たな視点を加え、市民・関係団体・行政など多様な主体が協力して地域や暮

らしの課題解決に努め、市民が充実した毎日を過ごせる、そのような「持続可能なま

ちをつくる」という考え方を基軸に策定します。

また、第九次総合計画では、分野横断的な視点に加え、市政運営の方向性を市民が

わかりやすく把握できる計画となるよう、施策を担う行政内部の所管を明確にするこ

とも意図して、以下のとおり策定することとします。

（１）計画記載事項や計画体系など

全ての分野を網羅しつつ、具体的な内容（施策）を重点施策のみに絞り込む

ことによって、施策のポイントを明確化した計画とします。

また、特に市として分野横断的かつ重点的な取り組みを重点戦略と位置づけ、

政策分野別の計画と合わせた体系の計画とします。

（２）長期的な視点

総合計画の期間を越えた将来動向等を踏まえた上で、長期的な視点を持って

計画期間内で行うことを示す計画とします。

（３）地域が連携したまちづくりの方向性

これまで市内の各地域（高山地域及び支所地域）が培ってきたそれぞれの強

み（特徴等）を活かした形で、地域間（地域同士）の連携強化を図り、地域（エ

リア）一体となってすすめる取り組みとまちづくりの方向性を示します。

（４）高山市まち・ひと・しごと創生総合戦略との統合

庁内における効率的かつ効果的な計画の推進を図るため、第八次総合計画と

同様に高山市まち・ひと・しごと創生総合戦略を統合する計画とします。

それにより、本計画は、将来における本市のあるべき姿とすすむべき方向に

ついての基本的な指針を示す総合計画（高山市総合計画条例第２条）であると

ともに、まち・ひと・しごと創生法第１０条に規定する市の総合戦略として位

置づけます。
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なお、市の総合戦略の期間は、国の総合戦略の期間を勘案し、令和７（２０

２５）年度から令和１１（２０２９）年度とします。

（５）持続可能な開発目標 ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）

市民が自信と誇りを持って、社会の一員としての役割を果たし、一人ひとり

の行動が、国際社会全体で取り組む持続可能な開発目標（エス・ディー・ジー

ズ）への貢献につながるよう、市民と共にまちづくりに取り組みます。

市は令和３（２０２１）年に国によるＳＤＧｓ未来都市に選定されました。

ＳＤＧｓの理念である「誰一人取り残さない」を念頭に、計画に記載する施策

に取り組みます。

※持続可能な開発目標 ＳＤＧｓ（エス・ディー・ジーズ）

ＳＤＧｓは、国連サミットで採択された２０３０年を期限とする

１７の持続可能な開発目標です。
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総合計画の体系

人を育み 未来につなぐ

美しい自然や景観、伝統文化など、先人から受け継がれた有形無形の

財産を守り、育て、次世代につなげていくのは人であるため、人を育み、

未来につながる飛騨高山を目指す

暮らす人、訪れる人が「しあわせ」を実感するまち 飛騨高山

基本計画

基本理念

都市像

重点戦略

政策分野分野別

計画

実施計画・財政計画

こどもが健やかに育つ

ための支援、若者が活

躍できる環境づくり

地域活動や産業、福祉

など様々な分野におけ

る人への投資

人づくりを支える

環境整備

こども・

教育・交流

こども・子育て 学校教育 歴史文化

生涯学習・文化芸術 スポーツ 交流

都市基盤

・防災

・景観

土地利用・都市計画 公共交通 住宅・公園・景観 道路・河川

上水道・下水道 防災・危機管理 消防・救急

森林・

環境・

エネルギー

森林政策 生活環境・資源循環 温暖化対策・自然環境

産業・労働

・プロモー

ション

農業・林業・畜産業 商業・工業 雇用・労働

移住定住 プロモーション・観光

着実な計画の推進

地域間連携（エリア）のまちづくり

先人から受け継がれた有形無形の財産を守り、育て、

そして未来につなぐための 人 づくり

地域福祉 障がい者福祉 高齢者福祉

児童福祉 医療・保険 健康・保健

こども・子育て 学校教育 歴史文化

生涯学習・文化芸術 スポーツ 交流

土地利用・都市計画 公共交通 住宅・公園・景観 道路・河川

上水道・下水道 防災・危機管理 消防・救急

森林政策 生活環境・資源循環 温暖化対策・自然環境

農業・林業・畜産業 商業・工業 雇用・労働

移住定住 プロモーション・観光

福祉・医療

・健康

重点戦略

の方向性

協働のまちづくり 広報公聴 多文化共生・人権

総合計画 組織・人事・行政経営・ＤＸ推進 財政・財産管理・税制
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１ 総合計画の構成

本市の総合計画は、「基本計画」、「実施計画」、「財政計画」で構成します。

（１）基本計画

・計画期間

令和７（２０２５）年度から令和１６（２０３４）年度までの１０年とし、

５年で見直しを行います。

・基本理念

本市の今後のまちづくりについての基本的な考え方を示します。

・都市像

本市の将来のあるべき姿を示します。

・計画人口

目標とする計画人口（人口の将来展望）を示します。

・重点戦略

今後特に重点的にすすめる分野横断的な施策を示します。

・分野別計画

政策分野ごとに、目指す姿や課題、重点的にすすめる施策を示します。

・地域間連携（エリア）のまちづくり

地域間で連携してすすめるまちづくりの方向性を示します。

・着実な計画の推進

様々な取り組みを効率的かつ効果的にすすめるための施策を示します。

（２）実施計画

基本計画で示す施策を踏まえた新規、拡充及び著大事業などの重点事業の

内容と関連事業の概要や事業規模を示します。

期間は、令和７（２０２５）年度から令和１１（２０２９）年度までの前

期計画５年、令和１２（２０３０）年度から令和１６（２０３４）年度まで

の後期計画５年とし、毎年見直しを行います。

（３）財政計画

実施計画と予算の整合性を保ち、健全な財政運営を確保するため、中長期

的な財政収支見通しを示します。

期間は、実施計画と同じ前期計画５年、後期計画５年とし、毎年見直しを

行います。



序章 策定にあたって

6

基本計画

基本理念

都市像

計画人口

重点戦略 施策分野

１－⑴

施策分野

１－⑵

・

・

・

施策分野

２－⑴

施策分野

２－⑵

・

・

・

施策分野

３－⑴

施策分野

３－⑵

・

・

・

施策分野

４－⑴

施策分野

４－⑵

・

・

・

施策分野

５－⑴

施策分野

５－⑵

・

・

・

地域間連携（エリア）のまちづくり

着実な計画の推進

分野別計画

実施計画

施策分野

１－⑴
重点事業①

重点事業②

・

・

関連事業

施策分野

２－⑴
重点事業①

重点事業②

・

・

関連事業

施策分野

３－⑴
重点事業①

重点事業②

・

・

関連事業

施策分野

４－⑴
重点事業①

重点事業②

・

・

関連事業

施策分野

５－⑴
重点事業①

重点事業②

・

・

関連事業

財政計画

実施計画と予算の整合性を保ち、健全な財政運営を確保するための中長期的な財政収支見通し

福祉・医療

・健康

福祉・医療

・健康

こども・

教育・交流

こども・

教育・交流

都市基盤

・防災

・景観

都市基盤

・防災

・景観

森林・

環境・

エネルギー

森林・

環境・

エネルギー

産業・労働

・プロモー

ション

産業・労働

・プロモー

ション
重点戦略

重視すべき

ポイント

関連事業

施策分野

重点事業①

重点事業②

・

・

関連事業

着実な計画

の推進
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２ 現状と課題

（１）人口の推移と将来推計

日本の人口は平成２０（２００８）年をピークに減少局面に入り、国立社会保

障・人口問題研究所による将来推計人口（令和５（２０２３）年８月推計）では、

令和２（２０２０）年以降さらに減少を続け、令和３８（２０５６）年には１億

人を下回ることが予測されています。

また、６５歳以上の人口（高齢者人口）は増加を続け、令和２５（２０４３）

年に最大となり以後減少するものの、人口に占める６５歳以上の割合（高齢化率）

は増加し続け、令和２０（２０３８）年には人口の３分の１以上が高齢者になる

一方、１５歳未満の人口（年少人口）は減少が続き、令和３５年（２０５３）年

には１千万人を下回ることが予想されています。

本市の人口についても、平成１２（２０００）年の９７，０２３人をピークに

減少を続け、計画初年度の令和７（２０２５）年の７８，２６２人から計画期間

終了後の令和１７（２０３５）年には約６８，０００人（令和７（２０２５）年

比▲１３．１％）となる見込みです。

また、高齢者人口は、令和２（２０２０）年に最大となり、その後は減少しま

すが、７５歳以上の人口は令和１２（２０３０）年にピークを迎える見込みです。

総人口は、計画初年度から２５年後の令和３２（２０５０）年には約５４，００

０人（令和７（２０２５）年比▲３１．２％）となり、高齢化率は４５．８％に

なると見込まれます。

出典：2020 年以前（実績値）総務省「国勢調査」（年齢不詳分除く）

2025 年以降（推計値）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和 5 年 12 月推計）」

年少人口（0～14 歳）推計値 生産年齢人口（15～64 歳）推計値 高齢者人口（65 歳以上）推計値
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（２）地域別人口の推移と将来推計

地域別の人口については、これまで高山地域の一部地区において、人口の増加

が見られましたが、今後の推計においては、全地域で人口の減少がすすむと予測

されます。減少率は地域によって差があり、高山地域から遠い地域で減少率が高

くなる傾向となっています。また、高齢化率は総じて４０％以上になると見込ま

れます。

地域別の人口の推移と将来推計

出典：令和 2(2020)年以前 総務省「国勢調査」

令和 7(2025)年以降 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(令和 5 年推計)をもとに独自推計
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（３）本市を取り巻く将来動向（長期的な視点）

令和３２（２０５０）年の人口は、計画初年度の令和７（２０２５）年と比べ

３割以上の減少となる見込みです。

年齢区分別にみると１５歳から６４歳の人口（生産年齢人口）及び年少人口は

ともに約４２％減少する一方で、高齢者人口は約１１％の減少で、他の区分と比

較して緩やかな減少で推移する見込みです。また、高齢者人口は令和２（２０２

０）年にピークを、７５歳以上の人口は令和１２（２０３０）年頃にピークを迎

えることが見込まれ、日本全体よりも早いペースで人口減少や少子高齢化が進展

することが予測されます。

また、１０歳代後半から２０歳代前半の若者が進学・就職で市外へ転出し、そ

の後戻ってくる者が少ないため社会減がすすむとともに、出生数が死亡数を下回

る自然減が今後もすすむことが予測されます。

本市の就業者数は、平成１２（２０００）年の５４，４０３人から減少し、令

和２（２０２０）年には４５，８２０人（▲１５．８％）となっています。これ

は、経済活動の担い手である生産年齢人口の減少がすすんでいることが一因であ

り、人手不足の深刻化、経済規模の縮小が懸念されます。特に宿泊業、飲食サー

ビス業、小売業、医療・福祉、製造業及び建設業などは、全国的に労働力が不足

しており、本市においても同様の傾向となっています。働き方改革や賃金上昇へ

の対応、潜在労働力の就業促進、ＵＩＪターンによる人材の確保などが求められ

ています。

全国の人口構造は、令和３２（２０５０）年には、団塊ジュニア世代（昭和４

６（１９７１）年～昭和４９（１９７４）年生まれ）が７５歳以上になることか

ら、高齢者の人口が若年層や未成年の人口を上回り、社会保障費の増大、医療・

介護ニーズの高まりが予想されています。

人口が減少する中において、市内の世帯数は令和２（２０２０）年に３２，７

４８世帯で、平成１７年（２００５）年から５７４世帯増加しており、１世帯あ

たりの人員が減少していることから、核家族の更なる増加や単身高齢者の増加が

想定され、多様な行政ニーズへの対応が必要となっています。
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また、全国の外国人労働者の雇用数は、令和４（２０２２）年１０月時点で約

１８２万人であり、前年から約１０万人（５．５％）の増加となっており、要因

として雇用情勢の改善がすすんでいることに加え、改正出入国管理及び難民認定

法が平成３１（２０１９）年に施行され、「特定技能１号」「特定技能２号」が新

設されたことを受け、高度外国人材や技能実習生の受け入れがすすんでいること

が考えられます。生産年齢人口の減少に伴う人材確保策として、市内においても

外国人労働者の雇用のさらなる増加が見込まれます。

市周辺においては、令和６（２０２４）年度に中部縦貫自動車道 高山東道路

（平湯～久手間）の新規事業化や、東海北陸自動車道の飛騨清見インターチェン

ジと白川郷インターチェンジ間の一部区間の４車線化が決定され、今後市を取り

巻く道路交通状況が大きく変化することが予想されます。

こうした時代の流れや環境の変化は、本市にも様々な面において大きな影響を

与えることが予測されます。

長期的には、これまで述べた人口減少やそれに起因する様々な課題が発生する

と想定されます。そうしたことを踏まえた上で、第九次総合計画の期間内に実施

すべきことを明確にし、人々の暮らし、生活基盤を整えていくことが重要となり

ます。



～　第１章　～

目指すまちの姿
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１ 基本理念

本市の今後のまちづくりについての考え方を基本理念として定めます。

人を育み 未来につなぐ

美しい自然や景観、伝統文化など、先人から受け継がれた有形無形の

財産を守り、育て、次世代につなげていくのは人であるため、

人を育み、未来につながる飛騨高山を目指す

人口減少や少子高齢化の進展によって市民生活に及ぼされる様々な影響への対応

が、喫緊の課題となっています。

今後、人口規模などが縮小する中では、あらゆる場面においてこれまでどおりの状

態や環境を整えていくことは困難になることが予想されます。

このような中、第九次総合計画の策定に向けた市民意見交換会等においても、こど

もや子育て世帯への支援、若者の地元回帰や活躍の場の提供、様々な分野における担

い手の確保や育成など「人」に関する意見等が多く寄せられています。

そのため、第九次総合計画では、こどもや若者をはじめとする未来の飛騨高山を支

える「人」が、飛騨高山でやさしさにつつまれて健やかに育ち、生き生きと活躍する

ことで、飛騨高山の未来につなぐことを基本理念とします。
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２ 都市像

本市の将来のあるべき姿を都市像として掲げます。

暮らす人、訪れる人が「しあわせ」を実感するまち 飛騨高山

飛騨高山に暮らす人、訪れる人などすべての人が、日々の暮らしや活動などの様々

な場面で「しあわせ」を実感し、充実した日々を過ごすことができるまちを将来の姿

として描きます。

特に、未来につながる「人」づくりを基本的な考え方として、分野横断的な取り組

みや地域が連携・一体化した取り組みによって、年齢や性別、国籍などに関わらず、

すべての人が誇りと愛着を持って、「しあわせ」を実感するまちづくりをすすめてい

きます。
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３ 人口の将来展望と計画人口

（１）人口の将来展望

人口減少の進展とともに高齢化率が上昇し、年少人口と生産年齢人口の割合が

低下するという人口動向を考慮し、持続可能なまちづくりをすすめるため、人口

減少の緩和に加え、人口構造のあり方（支える側と支えられる側のバランス）と

いう視点を重視し、目指すべき人口の将来展望を設定します。

①自然動態の改善

合計特殊出生率を令和３２（２０５０）年までに段階的に２．０３に上昇さ

せることを目指し、今後も続く少子化の抑制を図ります。

②社会動態の改善

生産年齢人口における社会増減（転入数と転出数の差）を段階的に改善し、

令和３２（２０５０）年を目標に転出超過を解消することで、人口減少の抑

制を図ります。

特に、１０代後半から２０代前半の一時的に市を離れる若者が将来戻りた

くなるまちの実現を目指します。

③将来展望の設定

目指すべき人口の将来展望（令和３２（２０５０）年）を

５８，０００人とします。

（２）計画人口

人口の将来展望を踏まえ、計画人口（令和１７（２０３５）年）を

６９，０００人とします。
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出典：国立社会保障・人口問題研究所推計を基に高山市が推計

人口の将来展望 （各年１０月１日人口）

人口の将来展望の年齢３区分別人口・割合
（単位：人）

＋3,851

出典：＜将来展望＞国立社会保障・人口問題研究所推計を基に高山市が推計

＜将来推計＞国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年８月推計）」
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（

出典：＜将来展望＞国立社会保障・人口問題研究所推計を基に高山市が推計
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出典：＜実績値＞総務省「国勢調査」、＜将来展望＞高山市（地域間の移動は考慮していない）

地域別の人口は、町丁・字などで集計（まちづくり協議会の範囲とは一部異なるところがある）

地域別の人口の将来展望



～　第２章　～

重点戦略
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１ 重点戦略の設定

基本理念に沿った市政運営、都市像の実現に向けた歩みを着実なものとするため、

長期的な視点で将来を見据え、持続可能なまちの実現に向け、分野横断的かつ重点的

な取り組みを「重点戦略」に位置づけます。

重点戦略は、人口減少が今後も進行し、社会活動や経済活動の縮小が見込まれる状

況においても、こどもが健やかに育ち、若者が生き生きと活躍でき、市民が生きがい

を持って働き、充実した暮らしを営むなど、今を生きる、将来を担う市民が、このま

ちに住むことに「しあわせ」を実感する社会を実現するため、分野別計画とは別に分

野横断的な戦略として方向性を示すものとします。

（１）市を取り巻く状況

市では、平成１６（２００４）年以降、死亡数が出生数を上回る状況が続いて

います。また、平成１５（２００３）年以降、転出者が転入者を上回る転出超過

が続き、人口減少がすすんでいます。

そのような状況において、自治体が拡大基調の政策をすすめることは、将来に

わたる持続可能なまちづくりを目指すためには困難となっており、政策の選択と

集中が求められています。

また、少子化等に関する市民アンケート調査では、出生率が低迷している原因

として、経済的な理由のほか、価値観の変化なども理由としてあげられています。

さらに、将来の進路や仕事に関する意識・希望アンケート調査では、住んでい

る地域への愛着が減少するとともに、将来的に戻ってきたいと考える高校生の割

合が減少しています。

そのため、１５歳未満の年少人口、１５歳から６４歳の生産年齢人口の減少に

より、地域活動や産業、福祉をはじめ様々な分野における人材や担い手が不足し

ています。

（２）課題

住み慣れた地域で安心して安全で快適に生活できる環境や、幼少期から地域へ

の愛着を醸成することで、将来的に戻ってきたいと思う若者の増加が求められて

おり、戻ってきた若者が活躍するための環境整備が必要です。

また、家庭、学校、地域、関係団体、事業者、行政など様々な関係者が一丸と

なって、こどもが健全に育まれる環境を整備していくことが必要です。

一方で、人口減少、少子高齢化を見据えて、デジタル技術の活用や限られた人

材の新たな活躍の場の提供などにより、様々な分野の人材、担い手などの不足に

対応することが求められています。

あわせて、先人から受け継がれた飛騨高山の有形無形の財産や、安全で安心で

きる暮らしを将来につなぐための人への投資や環境整備が求められています。
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（３）重点戦略の設定

先人から受け継がれた有形無形の財産を守り、育て、

そして未来につなぐための 人 づくり

なお、戦略の実効性を高めるため、市を取り巻く状況や課題を踏まえ、３つの

方向性を定め、取り組みます。

・こどもが健やかに育つための支援、若者が活躍できる環境づくり

・地域活動や産業、福祉など様々な分野における人への投資

・人づくりを支える環境整備

（４）重点戦略の体系

重点戦略の

方向性
重視すべきポイント ポイントごとの取り組み

こどもが健

やかに育つ

た め の 支

援、若者が

活躍できる

環境づくり

健やかに育つ環境づくり 1 こどもが健やかに育つため、様々な関

係者と連携し、切れ目のない支援に取

り組みます。

2 こどもが安全で安心して過ごすことが

できる居場所づくりに取り組みます。

夢や希望が持てる環境づくり 3 こどもや若者が飛騨高山への愛着を深

めるための意識醸成に取り組みます。

4 事業者や地域と連携し、若者の地元定

着に取り組みます。

地域活動や

産業、福祉

など様々な

分野におけ

る人への投

資

日々の暮らしと地域活動を支

える人づくり

5 市民の日常生活を支える人づくりに取

り組みます。

6 地域活動を支える人づくりに取り組み

ます。

地域の元気を支える未来の担

い手づくり

7 事業の承継や後継者の育成など未来を

担う人づくりに取り組みます。

8 多様な人材の活躍の場の創出や多様な

働き方への対応など人への投資に取り

組みます。

人づくりを

支える環境

整備

自分らしく充実して暮らせる

環境づくり

9 地域社会での自立した暮らしに向けた

相談体制や家族への支援の充実に取り

組みます。

10 多様な市民が生きがいや喜びを感じ、

交流できる機会の提供に取り組みま

す。

快適で安全な環境づくり 11 住み慣れた地域で安心して暮らせる環

境の整備に取り組みます。

12 公共交通や道路など快適環境を整備

し、市民の利便性向上に取り組みます。
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２ 重点戦略の主な取り組み

（１）こどもが健やかに育つための支援、若者が活躍できる環境づくり

①健やかに育つ環境づくり

こどもが健やかに育つため、様々な関係者と連携し、切れ目のない支援に

取り組みます。
［児童福祉］

◇ こども家庭相談システムの導入などにより、こどものライフステージに応じた

切れ目のない支援の充実を図ります。

◇ 学校や地域、関係団体等のサポートネットワークの整備などにより、こどもや

その家族が安心して暮らせる地域づくりをすすめます。

［健康・保健］

◇ 若年層からの健診や、多様な主体（医師・学校・企業・医療保険者等）との連

携などにより、切れ目のない健診・保健指導を図ります。

［こども・子育て］

◇ 胎児期から成人期までの切れ目のない健診や支援により、生活習慣病や社会生

活への不適応を予防し、心身の健康増進を図ります。

◇ 子育てにかかる経済負担の軽減のための各種の給付や助成の充実などにより、

出産や子育ての希望をかなえ、こどもや家庭が温かく見守られ、支えられる地

域づくりをすすめます。

◇ 保育や幼児教育、その他多様な託児サービスの提供とともに、必要な人材の確

保・育成により、保護者が就労と子育てを両立し、こどもが豊かに育まれる環

境整備を図ります。

◇ 親子の愛着形成の促進などきめ細かな子育て支援の充実により、安心してこど

もを生み育てやすい地域づくりをすすめます。

こどもが安全で安心して過ごすことができる居場所づくりに取り組みま

す。
［こども・子育て］

◇ 屋内外の「こどもの遊び場」の魅力向上のための施設整備と活用促進により、

楽しく、健やかにこどもが育つための環境の創出、地域への誇りと愛着の醸成

を図ります。

◇ 放課後児童クラブに専用アプリを導入し、効果的に運用することにより、保護

者などの負担軽減やサービス向上、こどもの健全育成のための環境整備をすす

めます。

◇ こどもが安心して自分らしく過ごすことのできる「居場所」を持てるよう、官

民連携による環境整備と利用促進により、誰一人取り残さない地域づくりをす

すめます。

［学校教育］

◇ 不登校児童生徒に対する多様な支援などにより、幅広い学びの環境を提供しま

す。

◇ 小中一貫教育の推進により、学習環境づくりに取り組みます。

◇ 学校の適正規模・適正配置の検討をすすめます。

◇ 学校の適正規模を考慮した整備により、学校施設の学習環境の保全と安全性や

利便性の向上を図ります。
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②夢や希望が持てる環境づくり

こどもや若者が飛騨高山への愛着を深めるための意識醸成に取り組みま

す。
［こども・子育て］

◇ こどもがまちづくりに参画する仕組みを整えるなど、こどもの意見が反映され

る社会をつくることにより、将来の社会の担い手の育成をすすめます。

［学校教育］

◇ 社会科副読本の更新や地元住民の協力により、身近でわかりやすく特色のある

郷土学習をすすめます。

［森林政策］

◇ 幼少期から大人まで世代に応じた木育・森林環境教育により、森林に対して責

任ある行動をとることができる人づくりをすすめます。

［プロモーション・観光］

◇ 飛騨高山の有する様々な魅力や価値の再認識と磨き上げにより、生まれ育った

地域への愛着と郷土への誇りの醸成を図ります。

事業者や地域と連携し、若者の地元定着に取り組みます。
［学校教育］

◇ ＩＣＴ機器を活用した高度な学習環境の提供などにより、学校における教育の

デジタル化を図ります。

［生涯学習・文化芸術］

◇ 地域や事業者と連携した取り組みなどにより、若者の交流や主体的な活動を支

援します。

［雇用・労働］

◇ 地域の魅力を市内外に発信するなど、地元企業との連携により、地元就職と地

域への定着の促進を図ります。
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（２）地域活動や産業、福祉など様々な分野における人への投資

①日々の暮らしと地域活動を支える人づくり

市民の日常生活を支える人づくりに取り組みます。

［障がい者福祉］

◇ 障がい福祉人材の育成・確保により、安定的な障がい福祉サービスの提供を図

ります。

［高齢者福祉］

◇ 介護人材の育成・確保により、安定的な介護サービスの提供を図ります。

［医療・保険］

◇ 高度医療機関及び中核病院との連携などにより、地域医療体制を安定的に維持

します。

◇ 医療機関と連携した医療を目指す学生への支援などにより、医療人材の育成確

保を図ります。

［公共交通］

◇ バスやタクシーなど市民の移動を支える運転手の確保への支援により、公共交

通の維持・向上を図ります。

地域活動を支える人づくりに取り組みます。
［歴史文化］

◇ 地域で継承されている祭礼行事や伝統行事の維持に向けた検討をすすめます。

［防災・危機管理］

◇ 災害時に必要な知識やスキルを身につけるための防災リーダーの育成や防災教

育の推進などにより、災害に対応できる人材の育成をすすめます。

［消防・救急］

◇ 消防団員の処遇改善と負担軽減などにより、消防団の維持と地域消防力の強化

を図ります。

［移住定住］

◇ 市内で充実して暮らす若者等の姿、まちや職場の魅力などの情報の発信強化に

より、地域の成長と発展に寄与するＵＩＪターン者の確保を図ります。

［協働のまちづくり］

◇ 地域の負担軽減や、多様な主体の協働を促進し、町内会やまちづくり協議会な

どへの支援により、地域コミュニティの維持や活性化に向けた取り組みをすす

めます。

◇ 市民、町内会、市民活動団体、学校、事業者など、地域づくりの様々な担い手

の協働を促進することにより、地域課題に取り組む環境整備をすすめます。
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②地域の元気を支える未来の担い手づくり

事業の承継や後継者の育成など未来を担う人づくりに取り組みます。

［住宅・公園・景観］

◇ 伝統建築産業などの後継者育成や伝統構法への支援により、飛騨の匠の技を継

承する人材を確保します。

［農業・林業・畜産業］

◇ 幅広い世代で農業への関心を高め、多様な担い手や働き手の確保、遊休農地の

解消などにより、持続可能な農業をすすめます。

◇ 繁殖牛舎等の整備や自立経営への支援などにより、新たな担い手の確保と定着

を図ります。

［商業・工業］

◇ 中小・小規模事業者の経営基盤の強化や事業承継、市内への本社機能移転など

の促進により、事業の継続と産業構造の多様化を図ります。

多様な人材の活躍の場の創出や多様な働き方への対応など人への投資に取

り組みます。
［高齢者福祉］

◇ デジタル技術の活用により、介護サービス事業の効率化を図ります。

［農業・林業・畜産業］

◇ 移住者や県立森林文化アカデミーの学生への支援により、新たな担い手の確保

と定着を図ります。

［雇用・労働］

◇ 多様な人材の確保・育成により、働きがいのある労働環境の整備を促進します。
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（３）人づくりを支える環境整備

①自分らしく充実して暮らせる環境づくり

地域社会での自立した暮らしに向けた相談体制や家族への支援の充実に取

り組みます。
［地域福祉］

◇ 多くの機関が連携しながら相談や支援につなげる重層的支援体制の構築により、

複雑化した生活課題への対応や市民生活の不安解消を図ります。

［障がい者福祉］

◇ 地域生活支援拠点の機能の充実・強化により、障がい者の日常生活の自立や社会

参加を促進します。

◇ 基幹相談支援センターの体制強化により、障がい者やその家族が直面する様々な

課題に対する専門的な支援や情報提供を行います。

◇ 福祉事業者や地域との連携の強化などにより、障がい者の親亡き後や障がい者及

び介護者が高齢になっても、いつまでも地域で安心して暮らせる体制づくりをす

すめます。

［高齢者福祉］

◇ 介護予防の推進により、高齢になっても心身ともに健康で活躍できる環境整備を

図ります。

◇ 判断能力が不十分な方や身寄りのない高齢者などの生活課題への支援体制の充実

により、誰もが安心して年齢を重ねられる地域づくりをすすめます。

◇ 認知症に対する理解を促進することなどにより、認知症フレンドリー社会の実現

を図ります。

◇ 在宅生活に対する支援などにより、高齢者が安心して暮らせる地域づくりをすす

めます。

［医療・保険］

◇ 介護予防と一体的な保健事業の推進により、高齢でも心身ともに健康で活躍でき

る環境整備をすすめます。

［健康・保健］

◇ 相談体制の充実などにより、こころの健康の保持と増進を図ります。

［移住定住］

◇ 移住する人や移住した人の想いに寄り添った暮らしへの支援により、暮らしたい、

戻ってきたいと思えるまちづくりをすすめます。
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多様な市民が生きがいや喜びを感じ、交流できる機会の提供に取り組みま

す。
［地域福祉］

◇ 総合福祉センター機能の整理により、市民の活動の場の確保を図ります。

［生涯学習・文化芸術］

◇ 高山駅西地区複合・多機能施設の整備などにより、あらゆる世代の交流、生涯

学習活動、文化芸術活動の場を提供します。

◇ 市民主体の文化芸術活動に対する支援や学習情報の提供などにより、喜びや生

きがいを感じられる機会の充実を図ります。

［スポーツ］

◇ 気軽に体を動かす機会の創出などにより、スポーツが身近になる環境を提供し

ます。

◇ 野球場や中山公園陸上競技場の整備をはじめ、既存施設の適正な維持修繕によ

り、市民がスポーツに触れる環境の充実を図ります。

［交流］

◇ 国内外の姉妹友好都市などとの継続的な交流により、産業経済をはじめとした

地域の活性化や人々の心の豊かさの創出を図るとともに、広い視野を持った次

世代の人材育成を図ります。

［土地利用・都市計画］

◇ 高山駅西地区複合・多機能施設の整備により、高山駅西地区の活性化と高山駅

東側と西側とが連動した賑わいの創出を図ります。

［住宅・公園・景観］

◇ 公園やまちかどスポットの再整備などにより、こどもの遊び場や憩いの場の充

実を図ります。

［多文化共生・人権］

◇ 多様な生き方や働き方に対する市民の意識醸成などにより、誰もが自分らしく

生きられる社会の実現を図ります。

◇ 在住外国人への暮らしに必要な様々なサポートや外国人材受入事業者への支援

などにより、異なる文化を持つ人々が互いに安心して暮らせる環境づくりに取

り組みます。

◇ 外国語講座や異文化交流イベントなどの開催により、多様な文化や異なった価

値観を尊重する市民意識の醸成を図るとともに、相互理解を深めます。
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②快適で安全な環境づくり

住み慣れた地域で安心して暮らせる環境の整備に取り組みます。
［高齢者福祉］

◇ 地域のニーズに応じた買い物支援などにより、住み慣れた地域での生活の維持を

図ります。

［医療・保険］

◇ 国保診療所や移動診療車の運営などにより、地域医療体制の充実を図ります。

［健康・保健］

◇ 悩んでいる人に気づき、適切な対応ができるゲートキーパーの育成などにより、

個人が社会とつながりを持ちやすくする環境づくりをすすめます。

◇ インセンティブ制度等の活用により、健康に関心が薄い人をはじめ、市民が健康

づくりに取り組むことができる社会環境づくりをすすめます。

［土地利用・都市計画］

◇ 緑地保全に対する制度の拡充などにより、山林の保全や里山景観の維持を図りま

す。

［住宅・公園・景観］

◇ 耐震診断から耐震改修への効果的な誘導により、安全で安心して暮らすことがで

きる住宅環境の整備を図ります。

［道路・河川］

◇ 道路台帳や除雪業務のデジタル化の推進により、市民の利便性の向上と効率的な

除雪を図ります。

◇ 水門の遠隔監視や自動制御化により、降雨時などの住宅地への流入抑制を早期に

行う仕組みを構築します。

［防災・危機管理］

◇ 地域住民による地区防災計画の策定を促進するとともに、実践的な防災訓練を実

施することにより、地域における防災体制の確立をすすめます。

［消防・救急］

◇ 救急と医療機関の連携による搬送体制の整備により、市民の生命を守ります。

［移住定住］

◇ 民間事業者と連携した移住者と地域住民との交流イベントなどにより、互いに理

解し合い、協力して豊かな地域社会を築いていく環境づくりを促進します。
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公共交通や道路など快適環境を整備し、市民の利便性向上に取り組みます。
［土地利用・都市計画］

◇ 長期的視点に立ち、社会的な変化などに対応する都市計画に見直すことにより、

適正な土地利用を図ります。

◇ 中心市街地の活性化などにより、市街地中心部の魅力創出を図ります。

◇ 都市計画道路西之一色花岡線、市道若達花岡線、市道上三之町下三之町線にお

ける無電柱化の推進により、安全に通行できる環境の確保や景観の保全を図り

ます。

［公共交通］

◇ のらマイカーやまちなみバス、匠バスなどの運行ルートやダイヤの見直しによ

り、利用しやすい地域公共交通の確保を図ります。

◇ 自家用有償旅客運送、ライドシェア、デマンドタクシーなどにより、地域の特

性に応じた移動方法を検討します。

◇ 待合いスペース等の整備などにより、公共交通の利用環境の向上を図ります。

◇ 公共交通利用に対する各種補助制度の拡充や見直しを行います。

［道路・河川］

◇ 都市計画道路松之木千島線、西之一色花岡線、市道旅行村線などの整備により、

道路交通の利便性の向上を図ります。

◇ 中部縦貫自動車道や国道４１号石浦バイパス、東海北陸自動車道全線４車線化

など広域交通網の整備促進とともに、インターチェンジ周辺をはじめ沿線の地

域活性化を図ります。

◇ 都市計画道路などの交差点改良や幹線市道の計画的な長寿命化改修により、快

適な道路環境の維持・向上を図ります。
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■各主体に期待すること（役割分担）

総合計画は、行政だけで取り組みをすすめても将来のあるべき姿を実現することが

できません。誰もが「しあわせ」を実感できるまちをつくるためには、市民、各種団

体、事業者、行政など様々な主体が同じ目線に立って、互いに力を合わせ、それぞれ

の特徴を活かした活動をすすめることが重要です。

そのため、重点戦略の取り組みをすすめるにあたり、各主体に期待することを例示

的に示し、取り組みの一助とするとともに、まちづくりに関する様々な主体が連携す

ることで、都市像の実現を図ります。

○各種団体

・地域の安全で安心した生活に向けた連携の推進

・子育て世代や若者などの活動に対する支援や情報共有

・学校運営への参画や地域全体での郷土愛の醸成

・地域の魅力を向上させる土地利用等の推進

・労働環境向上に向けた支援や情報共有

・地域住民の想いを反映したまちづくり計画の策定等の推進

○事業者

・地域の安全で安心した生活に向けた連携の推進

・新たな技術や資格等への学習の機会創出の推進

・地域の魅力を向上させる土地利用等の推進

・ワーク・ライフ・バランスの推進やこどもを生み育てやすい労働環境づくり

・働きやすい、働きがいのある職場の環境づくり

・まちづくり計画等の地域住民の想いに沿った事業展開と情報共有

○個人（市民）

・住民同士の支え合いや支援が必要な方への手助け、必要な時に助けを求めるこ

とができる環境づくり

・こどもや子育て家庭の見守り、応援

・こどもや若者の地域に対する誇りと愛着の醸成

・地域の魅力を向上させる土地利用等の推進

・お互いの個性や特性を認め合う意識の向上

・地域の魅力や価値、ブランドなどまちづくりへの想いの発信
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■幸福実感指標

指標名 指標の説明
単

位

現状値

(2024)

中間目標

(2029)

目標

(2034）

市民幸福度

(Well-Being 指

標）

『現在あなたはどの程度しあわ

せですか。「とてもしあわせ」を

10 点、「とても不幸」を 0 点とす

ると、何点くらいになると思いま

すか』の平均値

点 6.8 ⤴ ⤴

市民幸福度

(Well-Being 指

標）

『今から 5 年後、あなたはどの程

度しあわせだと思いますか。「と

てもしあわせ」を 10 点、「とても

不幸」を 0 点とすると、何点くら

いになると思いますか』の平均値

点 6.0 ⤴ ⤴

市民満足度 「こどもが健やかに育つ環境が

整っている」と感じている市民の

割合

％ 68.9 ⤴ ⤴

市民満足度 「若者が活躍できる環境が整っ

ている」と感じている市民の割合
％ 27.0 ⤴ ⤴

市民満足度 「地域を支える担い手を確保で

きる環境が整っている」と感じて

いる市民の割合

％ 27.2 ⤴ ⤴

市民満足度 「地域産業が受け継がれるため

の人材確保・後継者育成がすすん

でいる」と感じている市民の割合

％ 19.7 ⤴ ⤴

市民満足度 「生きがいや喜びを持って、自分

らしく生活できる環境が整って

いる」と感じている市民の割合

％ 49.1 ⤴ ⤴

市民満足度 「地域で住みやすい環境が整っ

ている」と感じている市民の割合
％ 53.6 ⤴ ⤴
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分野別計画
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福祉・医療・健康
・地域福祉

・障がい者福祉

・高齢者福祉

・児童福祉

・医療・保険

・健康・保健
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福祉・医療・健康

【目指す姿】

障がいや病気の有無、年齢などに関わらず、生き生きとした暮らしの実現

【目指す姿を実現するための方向性】

市民一人ひとりのニーズが多様化・複雑化するなかで、地域、事業者、行政、

その他関係者が一体となった支援が求められています。

障がい者や高齢者などが住み慣れた地域で自立した生活を維持できる環境整

備が求められています。

どこに住んでいても適切にサービスを享受し、心身ともに豊かな生活を送るこ

とができる環境整備が求められています。

■施策分野別の課題と方向性

［地域福祉］

多様化、複雑化する課題やニーズに対応する支援や対策が求められています。

⇒地域全体が助け合う社会の実現

自立した生活に向けての支援や安全安心で快適な環境の整備などの取り組み

が求められています。

⇒自立した生活を実現するための不安の解消

［障がい者福祉］

障がい者の地域での自立した生活を維持できる環境の整備が求められていま

す。

⇒自立した地域生活の維持継続

早期発見や適切な対応へとつなげるための地域社会が一体となった支援が求

められています。

⇒地域社会が一体となった支援体制の確立

［高齢者福祉］

介護が必要となる状態を予防し、社会で活躍できる状態を長く続けられる取り

組みが求められています。

⇒高齢者の社会参加の促進

介護が必要となった場合でも、住み慣れた地域での生活が維持できる仕組みが

求められています。

⇒住み慣れた地域で生活を維持するための仕組みの構築

高齢者が安心して必要な介護サービスが受けられる環境が求められています。

⇒安定した介護サービスの提供
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［児童福祉］

核家族化や地域のつながりの希薄化による子育ての孤立化への支援が求めら

れています。

こどもや家庭の多様化・複雑化する困りごとに対して、成長段階に応じた切れ

目のない支援が求められています。

⇒誰一人取り残さない切れ目のない支援体制の充実

［医療・保険］

どこに住んでいても、医療を受けることができ、将来にわたり持続可能な医療

体制の整備が求められています。

⇒地域医療体制の充実

安定した、公平な医療保険制度を維持する必要があります。

⇒安定的で持続可能な医療保険制度の運営

［健康・保健］

健康寿命の延伸に向けた取り組みや病気の予防に向けた早期からの対策に取

り組む必要があります。

⇒生活習慣病の発症、重症化予防

体の健康だけでなく、心も健康でいられる社会を目指すことが求められていま

す。

⇒こころの健康増進

健康に関心の薄い人や若者から高齢者までの幅広い世代に対して、誰もが無理

なく健康的な生活を送ることができる環境の整備が求められています。

⇒健康を支える環境の整備
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■重点的にすすめる施策

［地域福祉］

［障がい者福祉］

［高齢者福祉］

地域全体が助け合う社会の実現
◇ 総合福祉センター機能の整理により、市民の活動の場の確保を図ります。

◇ 福祉ボランティアや市民活動団体の育成強化、ボランティア活動への参加促進などによ

り、地域全体が助け合う社会の実現を図ります。

自立した生活を実現するための不安の解消
◇ 孤独・孤立や生活困窮などへの支援体制の強化により、暮らしの中で直面する様々な課

題に対し、寄り添いながら包括的で効果的な支援をすすめます。

◇ 多くの機関が連携しながら相談や支援につなげる重層的支援体制の構築により、複雑化

した生活課題への対応や市民生活の不安解消を図ります。

自立した地域生活の維持継続
◇ 地域生活支援拠点の機能の充実・強化により、障がい者の日常生活の自立や社会参加を

促進します。

◇ 障がい福祉人材の育成・確保により、安定的な障がい福祉サービスの提供を図ります。

地域社会が一体となった支援体制の確立
◇ 基幹相談支援センターの体制強化により、障がい者やその家族が直面する様々な課題に

対する専門的な支援や情報提供を行います。

◇ 福祉事業者や地域との連携の強化などにより、障がい者の親亡き後や障がい者及び介護

者が高齢になっても、いつまでも地域で安心して暮らせる体制づくりをすすめます。

高齢者の社会参加の促進

◇ 介護予防の推進により、高齢になっても心身ともに健康で活躍できる環境整備を図りま

す。

住み慣れた地域で生活を維持するための仕組みの構築
◇ 判断能力が不十分な方や身寄りのない高齢者などの生活課題への支援体制の充実によ

り、誰もが安心して年齢を重ねられる地域づくりをすすめます。

◇ 認知症に対する理解を促進することなどにより、認知症フレンドリー社会の実現を図り

ます。

◇ 在宅生活に対する支援などにより、高齢者が安心して暮らせる地域づくりをすすめま

す。

◇ 地域のニーズに応じた買い物支援などにより、住み慣れた地域での生活の維持を図りま

す。

安定した介護サービスの提供
◇ 介護人材の育成・確保により、安定的な介護サービスの提供を図ります。

◇ 介護事業所との連携などにより、必要な介護サービスが提供できる体制の維持を図りま

す。

◇ デジタル技術の活用により、介護サービス事業の効率化を図ります。
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［児童福祉］

［医療・保険］

［健康・保健］

誰一人取り残さない切れ目のない支援体制の充実

◇ こども家庭相談システムの導入などにより、こどものライフステージに応じた切れ目の

ない支援の充実を図ります。

◇ 学校や地域、関係団体等のサポートネットワークの整備などにより、こどもやその家族

が安心して暮らせる地域づくりをすすめます。

地域医療体制の充実

◇ 高度医療機関及び中核病院との連携などにより、地域医療体制を安定的に維持します。

◇ 医療機関と連携した医療を目指す学生への支援などにより、医療人材の育成確保を図り

ます。

◇ 国保診療所や移動診療車の運営などにより、地域医療体制の充実を図ります。

安定的で持続可能な医療保険制度の運営

◇ 介護予防と一体的な保健事業の推進により、高齢でも心身ともに健康で活躍できる環境

整備をすすめます。

◇ 特定健康診査・保健指導の受診率向上などにより、被保険者の健康保持と増進を図ると

ともに、医療費適正化や収納率の維持向上による公的医療保険制度の安定的な財政運営

を行います。

生活習慣病の発症、重症化予防

◇ 健診結果に基づいた保健指導により、健康寿命の延伸を図ります。

◇ ライフステージに応じた健康づくりを啓発することにより、生活習慣の改善を図りま

す。

こころの健康増進

◇ 相談体制の充実などにより、こころの健康の保持と増進を図ります。

◇ 悩んでいる人に気づき、適切な対応ができるゲートキーパーの育成などにより、個人が

社会とつながりを持ちやすくする環境づくりをすすめます。

健康を支える環境の整備

◇ インセンティブ制度等の活用により、健康に関心が薄い人をはじめ、市民が健康づくり

に取り組むことができる社会環境づくりをすすめます。

◇ ワクチン接種への支援により、市民の感染症や病気の防止を図ります。

◇ デジタル技術を活用した健康情報の見える化などにより、健康に対する意識の向上を図

ります。

◇ 若年層からの健診や、多様な主体（医師・学校・企業・医療保険者等）との連携などに

より、切れ目のない健診・保健指導を図ります。
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■幸福実感指標

■主な関連計画

地域福祉計画、健康たかやま２１、障がい者福祉総合計画、

老人福祉計画・介護保険事業計画

指標名 指標の説明
単

位
現状値

中間目標

(2029)

目標

(2034)

市民満足度

［地域福祉］

「地域で支え合い、安心して暮

らせる環境が整っている」と感

じている市民の割合

％ 53.8 ⤴ ⤴

市民満足度

［障がい者福祉］

「障がい者が必要な支援を受

け、自立して暮らせる環境が整

っている」と感じている市民の

割合

％ 44.8 ⤴ ⤴

市民満足度

［高齢者福祉］

「高齢者が生きがいを持ち、安

心して暮らせる環境が整って

いる」と感じている市民の割合

％ 44.8 ⤴ ⤴

市民満足度

［こども］

「こどもが健やかに育つ環境

が整っている」と感じている市

民の割合

％ 68.9 ⤴ ⤴

市民満足度

［医療・保険］

「安心して医療を受けられる

環境が整っている」と感じてい

る市民の割合

％ 53.8 ⤴ ⤴

市民満足度

［健康・保健］

「主体的な健康づくりや病気

の予防に取り組む環境が整っ

ている」と感じている市民の割

合

％ 51.9 ⤴ ⤴
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こども・教育・交流
・こども・子育て

・学校教育

・歴史文化

・生涯学習・文化芸術

・スポーツ

・交流
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こども・教育・交流

【目指す姿】

飛騨高山で生まれ、育ち、学び、生活することに、喜びが持てる暮らしの実現

【目指す姿を実現するための方向性】

こどもや若者がこのまちに生まれ、育つことに誇りを持てる環境づくりや健や

かに育つための支援が求められています。

世代に応じて、必要な学びの場が提供され、誰もが必要なときに必要な学びが

できる環境整備が求められています。

文化や芸術、スポーツなど暮らしを豊かにするための環境整備や、様々な交流

の場の提供が求められています。

■施策分野別の課題と方向性

［こども・子育て］

こどもが健やかに育つため、成育環境の確保や発育・発達支援が求められてい

ます。

⇒こどもが心身ともに健やかに育つ環境の整備

経済負担の軽減や保育・幼児教育の充実が求められています。

⇒こどもを安心して生み育てられる子育て支援の充実

若い世代が結婚や出産の夢をかなえ、地域が子育て家庭を温かく支えるなど、

まちぐるみでこどもを育むことが求められています。

⇒こどもの誕生や成長を共に喜び合える地域社会の実現

［学校教育］

児童生徒の多様な学びに対するニーズへの対応が求められています。

⇒多様な学びを約束する学習環境の整備

地域に対する愛着の醸成や未来に希望が持てる教育の提供が求められていま

す。

⇒地域への愛着と郷土への誇り、未来への希望の醸成に向けた学びの提供

［歴史文化］

各地域における歴史遺産や継承されてきた伝統文化の維持・継承が求められて

います。

⇒地域における歴史遺産・伝統文化の保存継承

歴史遺産や伝統文化の新たな活用などによる市民の地域への愛着の醸成や重

要性の理解を深める必要があります。

⇒文化財等の新たな活用による郷土愛の醸成
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［生涯学習・文化芸術］

世代を問わず、市民が関心のあることや社会の変化に対応するための学びの機

会が求められています。

⇒市民の多様な生涯学習活動、文化芸術活動の場の提供

文化芸術に気軽に触れたり活動したりできる環境が求められています。

⇒市民の主体的な文化芸術活動や生涯学習活動の促進

若者がやりがいや生きがいを持って活動できる機会を創出する必要がありま

す。

⇒若者が活躍できる機会の創出

［スポーツ］

楽しみながら気軽にスポーツを体感できる機会を提供する必要があります。

⇒気軽にスポーツに触れられる機会の提供

多様な市民ニーズに対応したスポーツ環境が求められています。

⇒市民の多様なニーズに合わせたスポーツ環境の提供

［交流］

姉妹友好都市等とのつながり（歴史）を再確認するとともに、次世代に継承す

る必要があります。

様々な分野における交流により、地域の活性化や心の豊かさの創出を図る必要

があります。

⇒国内外の姉妹友好都市等との交流
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■重点的にすすめる施策

［こども・子育て］

こどもが心身ともに健やかに育つ環境の整備
◇ 屋内外の「こどもの遊び場」の魅力向上のための施設整備と活用促進により、楽しく、

健やかにこどもが育つための環境の創出、地域への誇りと愛着の醸成を図ります。

◇ 放課後児童クラブに専用アプリを導入し、効果的に運用することにより、保護者などの

負担軽減やサービス向上、こどもの健全育成のための環境整備をすすめます。

◇ こどもが安心して自分らしく過ごすことのできる「居場所」を持てるよう、官民連携に

よる環境整備と利用促進により、誰一人取り残さない地域づくりをすすめます。

◇ 胎児期から成人期までの切れ目のない健診や支援により、生活習慣病や社会生活への不

適応を予防し、心身の健康増進を図ります。

◇ 保護者や支援者への発達段階に応じた適切な対応や方法を学ぶ場の提供により、こども

の健全な成長や発達支援をすすめます。

こどもを安心して生み育てられる子育て支援の充実
◇ 子育てにかかる経済負担の軽減のための各種の給付や助成の充実などにより、出産や子

育ての希望をかなえ、こどもや家庭が温かく見守られ、支えられる地域づくりをすすめ

ます。

◇ 保育や幼児教育、その他多様な託児サービスの提供とともに、必要な人材の確保・育成

により、保護者が就労と子育てを両立し、こどもが豊かに育まれる環境整備を図ります。

◇ 親子の愛着形成の促進などきめ細かな子育て支援の充実により、安心してこどもを生み

育てやすい地域づくりをすすめます。

こどもの誕生や成長を共に喜び合える地域社会の実現
◇ こどもがまちづくりに参画する仕組みを整えるなど、こどもの意見が反映される社会を

つくることにより、将来の社会の担い手の育成をすすめます。

◇ 誰もが必要な情報を容易に得られ、相談や仲間づくりができるよう、きめ細かに情報発

信や交流をすすめることにより、まちづくりへの理解や関心の醸成、参加の促進を図り

ます。

◇ 飛騨地域３市１村の連携による結婚相談所の運営や結婚のきっかけとなる出会いの機

会創出、新生活への支援などにより、結婚を後押しできる社会づくりをすすめます。
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［学校教育］

［歴史文化］

［生涯学習・文化芸術］

多様な学びを約束する学習環境の整備

◇ 不登校児童生徒に対する多様な支援などにより、幅広い学びの環境を提供します。

◇ 小中一貫教育の推進により、学習環境づくりに取り組みます。

◇ 学校の適正規模・適正配置の検討をすすめます。

◇ 学校の適正規模を考慮した整備により、学校施設の学習環境の保全と安全性や利便性の

向上を図ります。

◇ ＩＣＴ機器を活用した高度な学習環境の提供などにより、学校における教育のデジタル

化を図ります。

地域への愛着と郷土への誇り、未来への希望の醸成に向けた学びの提供

◇ 社会科副読本の更新や地元住民の協力により、身近でわかりやすく特色のある郷土学習

をすすめます。

◇ プログラミング学習や外国語指導助手（ＡＬＴ）による外国語指導などの取り組みによ

り、デジタル化やグローバル化のすすむ社会を生き抜く力を身につける学びを提供しま

す。

地域における歴史遺産・伝統文化の保存継承

◇ 歴史的建造物の耐震化・防火対策の計画的な実施などにより、防災能力の向上を図りま

す。

◇ 地域で継承されている祭礼行事や伝統行事の維持に向けた検討をすすめます。

◇ 地域の歴史遺産の指定や登録を推進することにより、保存と活用を図ります。

文化財等の新たな活用による郷土愛の醸成

◇ 実演や体験、協働による資料整理、ＩＣＴ技術を活用した情報発信などにより、気軽に

歴史・伝統に触れられる機会を創出し、郷土愛や地域への誇りの醸成を図ります。

◇ 新たな伝統的建造物群保存地区の選定などにより、歴史的町並みの保存と活用を図りま

す。

◇ 高山城跡や松倉城跡、広瀬城跡などの活用により、飛騨の中世城館跡の魅力や価値を活

かしたまちづくりをすすめます。

市民の多様な生涯学習活動、文化芸術活動の場の提供

◇ 高山駅西地区複合・多機能施設の整備などにより、あらゆる世代の交流、生涯学習活動、

文化芸術活動の場を提供します。

市民の主体的な文化芸術活動や生涯学習活動の促進
◇ 市民主体の文化芸術活動に対する支援や学習情報の提供などにより、喜びや生きがいを

感じられる機会の充実を図ります。

若者が活躍できる機会の創出
◇ 地域や事業者と連携した取り組みなどにより、若者の交流や主体的な活動を支援しま

す。
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［スポーツ］

［交流］

■幸福実感指標

指標名 指標の説明
単

位

現状値

(2024)

中間目標

(2029)

目標

(2034)

市民満足度

［こども］

「こどもが健やかに育つ環境

が整っている」と感じている市

民の割合

％ 68.9 ⤴ ⤴

市民満足度

［学校教育］

「学校・家庭・地域が連携した

児童生徒の教育環境が整って

いる」と感じている市民の割合

％ 61.4 ⤴ ⤴

市民満足度

［歴史文化］

「文化財や伝承芸能が保存、継

承され、郷土の歴史文化に誇り

を持っている」と感じている市

民の割合

％ 70.9 ⤴ ⤴

市民満足度

［生涯学習・文

化芸術］

「文化芸術や生涯学習などに

触れ、学び、成果を活かせる環

境が整っている」と感じている

市民の割合

％ 53.2 ⤴ ⤴

市民満足度

［スポーツ］

「スポーツをしたり、楽しんだ

りできる環境が整っている」と

感じている市民の割合

％ 48.3 ⤴ ⤴

市民満足度

［交流］

「国内外との都市と様々な分

野において交流がすすんでい

る」と感じている市民の割合

％ 50.2 ⤴ ⤴

■主な関連計画

教育振興基本計画、こども未来計画

気軽にスポーツに触れられる機会の提供

◇ 気軽に体を動かす機会の創出などにより、スポーツが身近になる環境を提供します。

市民の多様なニーズに合わせたスポーツ環境の提供
◇ 野球場や中山公園陸上競技場の整備をはじめ、既存施設の適正な維持修繕により、市民

がスポーツに触れる環境の充実を図ります。

国内外の姉妹友好都市等との交流
◇ 国内外の姉妹友好都市などとの継続的な交流により、産業経済をはじめとした地域の活

性化や人々の心の豊かさの創出を図るとともに、広い視野を持った次世代の人材育成を

図ります。
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都市基盤・防災・景観
・土地利用・都市計画

・公共交通

・住宅・公園・景観

・道路・河川

・上水道・下水道

・防災・危機管理

・消防・救急
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都市基盤・防災・景観

【目指す姿】

生活の基盤である、住居、インフラ、災害への備えなどが整った、安全で安心し

た暮らしの実現

【目指す姿を実現するための方向性】

急激な社会情勢の変化や地域社会の変容に対応し、長期的な視点で社会基盤を

整備する必要があります。

緊急時でも支え合いの体制が確立し、安全安心な暮らしが維持できる仕組みの

構築が求められています。

日々の暮らしのなかで、憩いや交流できる場の提供が求められています。

■施策分野別の課題と方向性

［土地利用・都市計画］

長期的な視点は堅持しつつ、社会的な変化などに対応した都市計画が求められ

ています。

⇒地域特性や長期的視点を踏まえた土地利用

［公共交通］

地域の実情に沿った公共交通体制を確保する必要があります。

既存の方法にとらわれない新たな手法の取り組みが求められています。

⇒地域の実情やニーズに応じた公共交通体制の確立

公共交通の利用環境の向上を図る必要があります。

⇒公共交通の利便性の向上

［住宅・公園・景観］

安心して生活ができる住宅環境が求められています。

⇒良質で住み続けられる住宅環境の整備

身近なところで遊ぶことができる場所や休憩し交流できるスポットが求めら

れています。

⇒公園やまちかどスポットの充実

人々を魅了する景観の保全と規制について、バランスの取れた制度の構築が求

められています。

⇒地域の特性に応じた景観の保全・創出

増加する空き家への対策が求められています。

⇒空き家対策・活用

地域の伝統的な技法の継承に対する支援の必要があります。

⇒飛騨の匠の技を継承する人材の確保
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［道路・河川］

中部縦貫自動車道の延伸や、東海北陸自動車道の 4 車線化、都市計画道路松之

木千島線の整備など、道路交通網の大きな変化へ対応する必要があります。

⇒早期の幹線道路ネットワークの構築

災害や老朽化・長寿命化対策、将来にわたる維持管理など、道路や河川環境の

維持が求められています。

⇒官民連携による快適な道路・河川環境の維持

［上水道・下水道］

独立採算が求められる企業会計として、経営基盤を強化する必要があります。

⇒持続可能で効率的な経営

将来を見据えたコスト縮減のための整備や災害に強いインフラ環境が求めら

れています。

⇒将来を見据えた効率的な施設・設備の維持

［防災・危機管理］

災害に備え、市民の防災意識の向上を図るとともに、各地区における防災計画

の策定や防災リーダーの育成を促進する必要があります。

⇒市民の防災意識向上と地域防災力の強化

発災時の被害を最小限に抑えるための取り組みが求められています。

⇒災害情報共有の推進と避難所機能の充実

発災時の安全・安心が確保できる体制の充実が求められています。

⇒関係機関等との連携強化（広域防災体制の構築）

［消防・救急］

消防団をはじめとした地域の消防力を高める取り組みが求められています。

⇒持続可能な消防団体制等地域消防力の強化

緊急時に迅速に対応できる環境を整備する必要があります。

⇒消防・救急体制の確立
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■重点的にすすめる施策

［土地利用・都市計画］

［公共交通］

［住宅・公園・景観］

地域特性や長期的視点を踏まえた土地利用
◇ 長期的視点に立ち、社会的な変化などに対応する都市計画に見直すことにより、適正な土地

利用を図ります。

◇ 緑地保全に対する制度の拡充などにより、山林の保全や里山景観の維持を図ります。

◇ 中心市街地の活性化などにより、市街地中心部の魅力創出を図ります。

◇ 高山駅西地区複合・多機能施設の整備により、高山駅西地区の活性化と高山駅東側と西側と

が連動した賑わいの創出を図ります。

◇ 新火葬場の整備により、誰もが利用しやすく、厳かで温もりのある旅立ちの空間の実現を図

ります。

◇ 都市計画道路西之一色花岡線、市道若達花岡線、市道上三之町下三之町線における無電柱化

の推進により、安全に通行できる環境の確保や景観の保全を図ります。

◇ 市街地外縁部駐車場の利用の促進などにより、市内に流入する車両の抑制や歩行空間の確保

を図ります。

地域の実情やニーズに応じた公共交通体制の確立

◇ のらマイカーやまちなみバス、匠バスなどの運行ルートやダイヤの見直しにより、利用しや

すい地域公共交通の確保を図ります。

◇ 自家用有償旅客運送、ライドシェア、デマンドタクシーなどにより、地域の特性に応じた移

動方法を検討します。

◇ バスやタクシーなど市民の移動を支える運転手の確保への支援により、公共交通の維持・向

上を図ります。

公共交通の利便性の向上
◇ 待合いスペース等の整備などにより、公共交通の利用環境の向上を図ります。

◇ 公共交通利用に対する各種補助制度の拡充や見直しを行います。

良質で住み続けられる住宅環境の整備
◇ 耐震診断から耐震改修への効果的な誘導により、安全で安心して暮らすことができる住宅環

境の整備を図ります。

◇ 市営住宅の適正な配置により、住宅に困窮する市民へ安定的な住環境の提供を行います。

公園やまちかどスポットの充実
◇ 公園やまちかどスポットの再整備などにより、こどもの遊び場や憩いの場の充実を図りま

す。

地域の特性に応じた景観の保全・創出
◇ 美しい景観と潤いのあるまちづくり条例や景観計画などの適切な運用により、景観の保全を

図ります。

空き家対策・活用
◇ 危険な空き家の除去や活用可能な空き家の利用促進により、市民の安全な生活環境の保全を

図ります。

飛騨の匠の技を継承する人材の確保
◇ 伝統建築産業などの後継者育成や伝統構法への支援により、飛騨の匠の技を継承する人材を

確保します。
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［道路・河川］

［上水道・下水道］

［防災・危機管理］

早期の幹線道路ネットワークの構築

◇ 都市計画道路松之木千島線、西之一色花岡線、市道旅行村線などの整備により、道路交

通の利便性の向上を図ります。

◇ 中部縦貫自動車道や国道４１号石浦バイパス、東海北陸自動車道全線４車線化など広域

交通網の整備促進とともに、インターチェンジ周辺をはじめ沿線の地域活性化を図りま

す。

官民連携による快適な道路・河川環境の維持
◇ 道路台帳や除雪業務のデジタル化の推進により、市民の利便性の向上と効率的な除雪を

図ります。

◇ 都市計画道路などの交差点改良や幹線市道の計画的な長寿命化改修により、快適な道路

環境の維持・向上を図ります。

◇ 水門の遠隔監視や自動制御化により、降雨時などの住宅地への流入抑制を早期に行う仕

組みを構築します。

持続可能で効率的な経営
◇ 上下水道の適正な料金設定により、安定的な経営環境への改善を図ります。

将来を見据えた効率的な施設・設備の維持
◇ 配水区域の再編、下水道処理区の再編・下水道管情報のデジタル化により、将来への負

担の軽減を図ります。

◇ 水源地域の保全と徹底した水質管理により、安全で安心して飲める水道水を提供しま

す。

◇ 汚水の適正な処理により、快適な生活環境と流域の良好な水質を確保します。

◇ 施設や設備の強靭化により、災害時においても安心して利用できる上下水道サービスを

提供します。

市民の防災意識向上と地域防災力の強化
◇ 地域住民による地区防災計画の策定を促進するとともに、実践的な防災訓練を実施する

ことにより、地域における防災体制の確立をすすめます。

◇ 災害時に必要な知識やスキルを身につけるための防災リーダーの育成や防災教育の推

進などにより、災害に対応できる人材の育成をすすめます。

災害情報共有の推進と避難所機能の充実
◇ 老朽化した防災行政無線機器の更新をはじめ、多様な情報伝達手段を確保し、市民への

迅速で確実、かつ安定的・効果的な情報共有を図ります。

◇ 要支援者や観光客など、誰もが安全に避難できる体制づくりをすすめます。

◇ 避難所運営マニュアルの見直しや災害備蓄品の確保、分散備蓄の推進などにより、避難

所機能の充実を図ります。

関係機関等との連携強化（広域防災体制の構築）
◇ 大規模災害時に円滑な応援や受援が可能となるよう、国・県、姉妹友好都市、災害応援

協定締結団体などとの連携強化を図ります。
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［消防・救急］

■幸福実感指標

指標名 指標の説明
単

位

現状値

(2024)

中間目標

(2029)

目標

(2034)

市民満足度

［土地利用・都

市計画］

「保全と開発とのバランスの

取れた秩序ある土地利用が行

われている」と感じている市

民の割合

％ 29.1 ⤴ ⤴

市民満足度

［公共交通］

「日常的に利用できる公共交

通体系が整っている」と感じ

ている市民の割合

％ 32.7 ⤴ ⤴

市民満足度

［住宅・公園・

景観］

「快適な住宅環境や公園、美

しい景観が保たれている」と

感じている市民の割合

％ 59.4 ⤴ ⤴

市民満足度

［道路・河川］

「安全で快適に移動できる道

路環境が整っている」と感じ

ている市民の割合

％ 60.1 ⤴ ⤴

市民満足度

［上水道・下水

道］

「安全でおいしい水が提供さ

れ、汚水処理が適切に行われ

ている」と感じている市民の

割合

％ 90.1 ⤴ ⤴

市民満足度

［防災・危機管

理］

「災害から命・財産を守るた

めの準備や体制が整ってい

る」と感じている市民の割合

％ 54.1 ⤴ ⤴

市民満足度

［消防・救急］

「消防救急体制が整ってい

る」と感じている市民の割合
％ 77.3 ⤴ ⤴

■主な関連計画

都市基本計画、地域防災計画、中心市街地活性化基本計画、

地域公共交通計画、緑の基本計画、景観計画、水道ビジョン・経営戦略、

下水道ビジョン・経営戦略

持続可能な消防団体制等地域消防力の強化
◇ 消防団関連イベントや広報活動などにより、市民の消防団への理解度や消防団員のやり

がいの向上を図ります。

◇ 様々な人材を確保することにより、消防団活動の活性化を図ります。

◇ 消防団員の処遇改善と負担軽減などにより、消防団の維持と地域消防力の強化を図りま

す。

消防・救急体制の確立
◇ 消防指令システム等の更新整備により、消防力の強化を図ります。

◇ 救急と医療機関の連携による搬送体制の整備により、市民の生命を守ります。

◇ 近隣の自治体等との連携などにより、市民が安心して暮らせる消防・救急体制づくりを

すすめます。
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森林・環境・エネルギー
・森林政策

・生活環境・資源循環

・温暖化対策・自然環境
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森林・環境・エネルギー

【目指す姿】

飛騨高山の豊富な森林や自然資源を守り、育て、活用した、快適で潤いに満ちた

暮らしの実現

【目指す姿を実現するための方向性】

市域のほとんどを占める森林や自然資源の有効活用とともに、自然環境の保全

及び自然との共生が求められています。

地球環境の保全に向けた循環型社会を形成する必要があります。

地球温暖化による様々な影響を軽減するため、脱炭素社会の実現に向けた取り

組みを推進する必要があります。

■施策分野別の課題と方向性

［森林政策］

年代を問わず、森や木に触れられる環境、森や木を活用した教育など、機会の

創出が求められています。

⇒あらゆる世代が木に親しむ機会の創出

森林整備によるカーボンオフセットなど、地球温暖化対策に資する森林づくり

をすすめるため、都市部自治体との連携拡大が求められています。

⇒都市部連携による森林づくりの推進

森林環境譲与税の有効活用による地球温暖化防止、国土保全及び水源のかん養

などの森林の多様な機能の増進が求められています。

⇒森林環境譲与税の有効活用による森林の多様な機能の増進

［生活環境・資源循環］

新ごみ処理施設の円滑な運用、埋立処分場の延命化など、現状を踏まえたごみ

の適正処理に対応する必要があります。

⇒ごみ処理を取り巻く環境への対応

生活環境保全のため、ごみ排出方法の周知徹底及び循環型社会の形成が求めら

れています。

⇒循環型社会の形成など公衆衛生環境の確保
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［温暖化対策・自然環境］

豊かな自然資源を活用したエネルギーの地産地消に取り組む必要があります。

⇒自然資源を活用したエネルギーの地産地消等による脱炭素社会の実現

豊かな自然環境の保全と活用が求められています。

⇒豊かな自然に対する理解と自然環境の保護・保全と利活用
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■重点的にすすめる施策

［森林政策］

［生活環境・資源循環］

あらゆる世代が木に親しむ機会の創出
◇ 幼少期から大人まで世代に応じた木育・森林環境教育により、森林に対して責任ある行

動をとることができる人づくりをすすめます。

都市部連携による森林づくりの推進
◇ 都市部自治体との連携拡大により、森林整備によるカーボンオフセットや木材利用、普

及啓発など、地球温暖化対策に資する森林づくりをすすめます。

森林環境譲与税の有効活用による森林の多様な機能の増進
◇ 森林環境譲与税の活用により、水源林の保全や災害に強い森林づくりなどの森林の有す

る公益的機能の増進や、公益的機能に関する普及啓発を図ります。

ごみ処理を取り巻く環境への対応
◇ 新ごみ処理施設の整備と環境性能を活かした運用により、飛騨高山にふさわしいクリー

ンな環境づくりを図ります。

◇ 第一次埋立処分地の跡地の公園整備などにより、ごみ処理施設周辺の環境を整えるとと

もに、第二次埋立処分地の延命化などにより、ごみ処理施設の安定稼働を図ります。

◇ 新ごみ処理施設の稼働を踏まえ、ごみの処分体制を家庭系・事業系それぞれの特性に合

わせたものに見直すことにより、ごみの減量化やごみ排出方法の改善を図ります。

循環型社会の形成など公衆衛生環境の確保
◇ 資源化施設の整備及び３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）のさらなる推進によ

り、循環型社会の形成を図ります。

◇ ごみのポイ捨て、路上喫煙禁止の啓発強化、海洋プラスチックごみ対策や環境配慮行動

の推進などにより、生活環境の保全を図ります。
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［温暖化対策・自然環境］

自然資源を活用したエネルギーの地産地消等による脱炭素社会の実現
◇ 自然がもたらす多様な恵みを活かした再生可能エネルギーの導入促進等により、エネル

ギーの地産地消と地域内経済循環、気候変動に対応する脱炭素社会の実現を図ります。

豊かな自然に対する理解と自然環境の保護・保全と利活用
◇ 自然環境に対する意識を向上させ、生物多様性の保全をすすめるとともに、中部山岳国

立公園をはじめとした自然公園などの自然環境の保護と、さらなる磨き上げにより、魅

力の向上を図ります。
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■幸福実感指標

指標名 指標の説明
単

位

現状値

(2024)

中間目標

(2029)

目標

(2034)

市民満足度

［木の活用］

「身の回りに木や森に親しむ

環境が整っている」と感じて

いる市民の割合

％ 63.7 ⤴ ⤴

市民満足度

［生活環境・資

源循環］

「ごみ処理や分別収集が適切

に行われ、良好な生活環境が

保たれている」と感じている

市民の割合

％ 87.6 ⤴ ⤴

市民満足度

［温暖化対策・

自然環境］

「自然環境の保全や自然エネ

ルギーの活用をはじめ、地球

環境を守る取り組みがすすん

でいる」と感じている市民の

割合

％ 45.9 ⤴ ⤴

■主な関連計画

環境基本計画、森林整備計画、ごみ処理基本計画
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産業・労働・プロモーション
・農業・林業・畜産業

・商業・工業

・雇用・労働

・移住定住

・プロモーション・観光



第３章 分野別計画（産業・労働・プロモーション）

54

産業・労働・プロモーション

【目指す姿】

飛騨高山の風土や有形無形の財産を活かした、活力と働きがいのある暮らしの実

現

【目指す姿を実現するための方向性】

農林畜産業等を持続可能な産業とするため、多様な人材の確保や育成、生産基

盤の整備、関係者が連携した販路拡大が求められています。

多様化するニーズや時代の変化に柔軟に対応しながら既存産業の稼ぐ力の強

化と市内資金循環の促進による経済の好循環の実現が求められています。

市内で製造、提供される産品やサービスなどが市民の誇りや自信となり、国内

外にも広く支持されるよう付加価値の強化が求められています。

事業者の有する販路や財産、技術、精神を次の世代へ引き継ぐとともに、地域

産業の持続的な成長が求められています。

多様な人材を確保・育成し、誰もが能力を活かしながら働きがいを持って働く

ことができる環境の構築や所得の向上が求められています。

■施策分野別の課題と方向性

［農業・林業・畜産業］

事業継承のための取り組みや、特色ある地域産品、そのための基盤となる環境

整備など、生産地づくりが求められています。

⇒特色を活かした生産地づくり

企業や組合、生産者、あらゆる関係者が一丸となった販路の拡大が求められて

います。

⇒関係者が一丸となった販路拡大

生産者が安心して生産活動を行うための環境を整備する必要があります。

⇒安心して生業を営むことができる環境整備
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[商業・工業]

域外市場産業の高付加価値化や競争力の強化が求められています。

⇒域外市場産業の成長促進

時代やニーズの変化に柔軟に対応した企業経営や長年にわたり培われた技術

の継承、円滑な事業承継が求められています。

⇒事業継続力の強化と技術の継承

新技術や新生産方式の導入促進、生産性の向上が求められています。

⇒イノベーションの促進と生産性の向上

魅力ある商業空間の形成と地域の拠点づくりが求めらています。

⇒地域の特色や資源の活用による魅力ある商業空間の形成と地域の拠点づ

くり

[雇用・労働]

誰もが働きやすい、働きがいのある労働環境の整備が求められています。

⇒多様な人材が働きやすい、働きがいのある労働環境の整備

多様な雇用機会の創出と地元企業への就労促進が求められています。

⇒多様な雇用機会の創出と地域の魅力の発信などによる地元企業への就労

促進

[移住定住]

移住者が集まり、住み続けられる環境を整備する必要があります。

⇒移住者が定住しやすい環境の整備

移住者を受け入れ、住民として共に支え合う意識を醸成する必要があります。

⇒移住者への理解の促進

[プロモーション・観光]

郷土に対する誇りと先人たちの築き上げた有形無形の財産の効果的な発信が

求められています。

⇒郷土に対する誇りと飛騨高山ブランドの効果的な発信

観光客や飛騨高山と関係のある人々との関係を活かし、地域の課題解決を図る

必要があります。

⇒観光を活かした持続可能な地域づくりの推進
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■重点的にすすめる施策

［農業・林業・畜産業］

［商業・工業］

特色を活かした生産地づくり
◇ 新たな農業技術導入などの促進により、生産性を高め、地域特性を活かした魅力的な農

業生産地づくりをすすめます。

◇ 幅広い世代で農業への関心を高め、多様な担い手や働き手の確保、遊休農地の解消など

により、持続可能な農業をすすめます。

◇ 家畜改良事業の推進や耕畜連携により、畜産業者が安心して経営できる畜産生産地づく

りをすすめます。

◇ 繁殖牛舎等の整備や自立経営への支援などにより、新たな担い手の確保と定着を図りま

す。

◇ 地籍調査や森林推定地番図の作成などにより、森林所有者の特定を図り、個人所有の森

林整備を加速させます。

◇ 生産性の高い森林のゾーニングなど、戦略的かつ計画的な森林整備により、「伐って、

使って、植えて、育てる」という森林資源の循環利用を図ります。

◇ 移住者や県立森林文化アカデミーの学生への支援により、新たな担い手の確保と定着を

図ります。

関係者が一丸となった販路拡大
◇ 地方卸売市場の活用などにより、農業者と観光事業者などとの連携による地産地消や農

産物の販路拡大をすすめます。

◇ 全国和牛能力共進会への出品などにより、関係機関と連携し飛騨牛の高品質化及び販路

拡大をすすめます。

◇ 林業や木材産業などとの連携拡大により、スギやヒノキなどの針葉樹だけでなく広葉樹

の販路拡大をすすめます。

安心して生業を営むことができる環境整備
◇ 優良農地の確保や農業用施設の長寿命化、鳥獣による被害防止の推進により、安心して

農業を営むための環境整備を図ります。

◇ 家畜診療技術の高度化により、効果的で効率的な診療体制の強化と、安心して畜産業を

営むための環境整備を図ります。

域外市場産業の成長促進
◇ 商品・サービスの高付加価値化やマーケティングの強化、特産品の販路拡大などの促進

により、域外市場産業の成長を図ります。

事業継続力の強化と技術の継承
◇ 中小・小規模事業者の経営基盤の強化や事業承継、市内への本社機能移転などの促進に

より、事業の継続と産業構造の多様化を図ります。

イノベーションの促進と生産性の向上
◇ ＤＸの推進や最新技術の活用促進、起業・創業しやすい環境づくりなどにより、市内産

業のイノベーションを誘発するとともに生産性の向上を図ります。

地域の特色や資源の活用による魅力ある商業空間の形成と地域の拠点づくり
◇ 地域の特色や資源の活用などにより、魅力ある商業空間や地域の拠点づくりをすすめま

す。
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［雇用・労働］

［移住定住］

［プロモーション・観光］

移住者が定住しやすい環境の整備
◇ 市内で充実して暮らす若者等の姿、まちや職場の魅力などの情報の発信強化により、地

域の成長と発展に寄与するＵＩＪターン者の確保を図ります。

◇ 移住する人や移住した人の想いに寄り添った暮らしへの支援により、暮らしたい、戻っ

てきたいと思えるまちづくりをすすめます。

移住者への理解の促進
◇ 民間事業者と連携した移住者と地域住民との交流イベントなどにより、互いに理解し合

い、協力して豊かな地域社会を築いていく環境づくりを促進します。

多様な人材が働きやすい、働きがいのある労働環境の整備
◇ 多様な人材の確保・育成により、働きがいのある労働環境の整備を促進します。

多様な雇用機会の創出と地域の魅力の発信などによる地元企業への就労促進
◇ 地域の魅力を市内外に発信するなど、地元企業との連携により、地元就職と地域への定

着の促進を図ります。

郷土に対する誇りと飛騨高山ブランドの効果的な発信
◇ 飛騨高山の有する様々な魅力や価値の再認識と磨き上げにより、生まれ育った地域への

愛着と郷土への誇りの醸成を図ります。

◇ 多様な情報媒体などを活用した情報発信により、飛騨高山ブランドの認知度の向上を図

ります。

◇ ふるさと納税の返礼品として地場産品や体験型メニューなどを提供することにより、地

域内産業の活性化を促進します。

観光を活かした持続可能な地域づくりの推進
◇ 観光を活用した地域資源の保護・活用や人材育成、郷土愛の醸成により、選ばれ続ける

観光地づくりをすすめます。

◇ 観光客の安全・安心・快適な受入れ体制の整備により、滞在環境の充実を図ります。

◇ 観光を活用して産業・地域・人をつなぎ、相互連携や役割分担の明確化により、住んで

よし、訪れてよしの持続可能な地域づくりをすすめます。
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■幸福実感指標

指標名 指標の説明
単

位

現状値

(2024)

中間目標

(2029)

目標

(2034)

市民満足度

［農業・林業・

畜産業］

「地元の農産物や木材が広く

消費され、農畜産業や林業が

活性化している」と感じてい

る市民の割合

％ 49.0 ⤴ ⤴

市民満足度

［経済］

「市内で生産されたものが市

内で販売、消費されるなど、

地域内で経済が循環し、活性

化している」と感じている市

民の割合

％ 55.1 ⤴ ⤴

市民満足度

［雇用・労働］

「若者や女性、高齢者、障が

い者、外国人など、働く人が

望む就労の場が確保されてい

る」と感じている市民の割合

％ 31.0 ⤴ ⤴

市民満足度

［移住定住］

「移住を希望される方を受け

入れる環境が整っている」と

感じている市民の割合

％ 36.3 ⤴ ⤴

市民満足度

［観光］

「観光客の来訪が、市民生活

の向上につながっている」と

感じている市民の割合

％ 50.5 ⤴ ⤴

■主な関連計画

産業振興計画、農業振興地域整備計画、男女共同参画基本計画、

観光を活用した持続可能な地域づくり方針
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１ 地域間連携（エリア）のまちづくりのすすめ方

市では、平成１７（２００５）年の市町村合併以後、第七次総合計画、第八次総合

計画に基づき、一体感の醸成に向けた取り組みをすすめるとともに、多様な地域資源

や地域特性を活かした個性あるまちづくりを推進してきました。

また、平成２７（２０１５）年度からは協働のまちづくりが市全域でスタートし、

市やまちづくり協議会、事業者などの多様な主体が協働して地域課題を解決するため

の事業に取り組んでいます。

そのような中、令和２（２０２０）年の第八次総合計画の見直しにおいて、各まち

づくり協議会の範囲を地域の単位とした地域のまちづくりを位置づけ、市民、地域住

民組織、事業者、行政など地域に関わる様々な主体が同じ目線に立って将来に向けた

取り組みを実践できるよう、各地域のまちづくりの方向性を示してきました。

まちづくり協議会を単位とした地域のまちづくりでは、地域固有の資源や特性を活

かした個性あるまちづくりが着実に進展しており、地域のまちづくりに対する市民意

識の醸成が図られている一方で、個別地域の枠にとどまり、個別地域の枠を超えた地

域（エリア）での取り組みが少ないのが現状です。

こうしたことを踏まえ、“自分たちが住むまちは、どのような姿が望ましいのか”と
いう市民の思いを大切にしながら、より効果的かつ効率的な地域のまちづくりを推進

するため、各地域が培ってきたそれぞれの強み（特徴等）を活かす形で、地域間（地

域同士）の連携強化を図り、地域（エリア）一体となってすすめるまちづくりの方向

性を地域間連携のまちづくりとして示します。

なお、市が一体的に取り組む施策や特定分野における取り組みは、重点戦略や分野

別計画において取り組むこととしています。この地域間連携のまちづくりでは、個別

地域を超えた地域（エリア）一体となって共通の認識を持って取り組みをすすめるこ

とで、個別地域が誇る資源（魅力）を活かして相乗効果による地域活性化に資するま

ちづくりの方向性を示しています。
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２ エリアの設定及び方向性の考え方

（１）エリアの設定

地域間連携（エリア）の設定にあたっては、以下の項目に留意し設定します。

 歴史的・地理的な繋がり

・複数地域が河川流域や道路網、伝統文化、自然景観、農林業などの歴史的・

地理的な繋がりを活かすことで、さらなる一体感の醸成が期待できること。

 広域化・相互補完

・地域間連携によりエリアが広域化することで、スケールメリットが期待され

ること。また、強みを活かして弱みを補うといった相互補完による効果が期

待できること。

 政策間の連携

・複数の政策が相互に関係することで、地域（エリア）全体として各種政策の

相乗効果が期待できること。

（２）方向性の考え方

地域間連携（エリア）のまちづくりの取り組みなどについては、以下の考え方

に基づき、設定しています。

 主な地域として、高山地域及び各支所地域単位での地域を示していますが、

エリアとして示した特定の地域のみの取り組みではなく、周辺地域も含めて

一体的な取り組みとしてすすめるものです。

 共通の資源を活かした地域間連携の活性化でのエリア設定であり、他の取り

組みにおける地域を限定するものではありません。

 単独の地域での特徴を活かした取り組みなどは、重点戦略や分野別計画など

で示すこととしています。
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３ 地域間連携（エリア）のまちづくり

（１）国内有数の山岳資源や温泉資源を有するエリア

【飛騨山脈の山岳資源や自然を活かしたまちづくり】

○主な地域

・丹生川地域

・上宝・奥飛騨温泉郷地域

（周辺関連自治体：松本市）

○エリアの特徴

○まちづくりの方向性

○主な取り組み

主な地域資源 都市連携軸など

【自然資源】

・槍ヶ岳、乗鞍岳、穂高連峰、中部山岳国立公園など

・Kita Alps Traverse Route（北アルプストラバースルート）

・新穂高ロープウェイ、登山道、乗鞍スカイライン、乗鞍山麓五色ヶ

原の森、奥飛騨ビジターセンター

【産業資源】

・奥飛騨温泉郷（５つの温泉地）、宿儺の湯、恵比須の湯

・飛騨大鍾乳洞、スキー場、ロングトレイル、キャンプ場

・稲作や山椒、トマト、ホウレンソウ生産をはじめとした農業

・道の駅奥飛騨温泉郷上宝

・中部縦貫自動車道

・国道１５８号

・国道４７１号

 松本高山 Big Bridge（ビッグブリッジ）構想の推進

 飛騨山脈ジオパーク構想の推進

 奥飛騨温泉郷活性化基本構想の推進

 グリーンツーリズム、エコツーリズム等の体験型の観光の推進

◇ 松本高山 Big Bridge（ビッグブリッジ）構想や山岳観光プロモーションの強化、地域資

源の更なる磨き上げなどにより、飛騨山脈の山岳資源と自然を有するエリアとしてのま

ちづくりをすすめます。
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（２）街道景観と都市部とのアクセスを有するエリア

【自然豊かな街道景観と都市部とのアクセスを活かしたまちづくり】

○主な地域

・清見地域

・荘川地域

（周辺関連自治体：郡上市、白川村）

○エリアの特徴

○まちづくりの方向性

○主な取り組み

主な地域資源 都市連携軸など

【道路資源】

・飛騨美濃せせらぎ街道、飛騨やまびこ街道、さくら街道、飛騨高

山風景街道、高規格道路（「合掌・さくら」飛越街道（東海北陸自

動車道、中部縦貫自動車道））他

・道の駅：パスカル清見、ななもり清見、桜の郷荘川

【自然資源】

・白山国立公園、せせらぎ渓谷県立自然公園、白山ユネスコエコパ

ーク、生活環境保全林（せせらぎ街道四季の郷、であいの森）、荘

川桜

【産業資源】

・ウッド・フォーラム飛騨、自然体験施設、キャンプ場、別荘地、

そば、飛騨牛、木工・クラフト、桜香の湯、荘川の里、そばの里

荘川、高冷地野菜

・東海北陸自動車道

・中部縦貫自動車道

・国道１５６号

・国道１５８号

・主要地方道高山清見

線

 自然や農業を体験できる施設などを活用した観光・交流の振興

 四季折々の美しい街道景観の保全と活用

 道の駅の販売促進及び地域食材の提供

 農業・畜産の担い手への農地等の集積・集団化・大規模化

 東海北陸自動車道全線４車線化の促進

◇ 自然豊かな街道景観の保全と活用によるエリアの周遊の促進をはじめ自然や農業を体験

できる施設の活用など、都市部や企業等との連携などにより、街道景観と都市部とのアク

セスを有するエリアとしてのまちづくりをすすめます。
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（３）南北の連携軸を有するエリア

【国道４１号、ＪＲ高山本線沿線の自然と文化資源を活かしたまちづくり】

○主な地域

・高山地域

・一之宮地域

・久々野地域

・国府地域

（周辺関連自治体：下呂市、飛騨市）

○エリアの特徴

○まちづくりの方向性

○主な取り組み

主な地域資源 都市連携軸など

【文化資源】

・山城跡（高山城、松倉城、広瀬城ほか）

・ユネスコ無形文化遺産「高山祭の屋台行事」

・日本遺産「飛騨匠の技・こころ－木とともに、今に引き継ぐ１３０

０年－」

・伝統的建造物群保存地区、風土記の丘

・堂之上遺跡、飛騨一宮水無神社、安国寺経蔵、臥龍桜、宮笠、位山

道など

【自然資源】

・位山、船山、川上岳、モンデウスパーク、ひだ舟山リゾートアルコ

ピア、宮川、常泉寺川（バイカモ）、源流の森、巨樹・巨木、巨石

群、分水嶺、岐阜大学位山演習林、あららぎ湖、宇津江四十八滝な

ど

【産業資源】

・果樹、高冷地野菜、ワイナリー、釣り、道の駅飛騨街道なぎさ、特

選館あじか、しぶきの湯など

・国道４１号

・ＪＲ高山本線

・主要地方道国府見座

線

・主要地方道宮萩原線

 日本遺産を活用した周遊型の観光の推進

 伝統工芸品の活用と保存継承

 地域を周遊するｅ－バイクツアーの促進

 ヘルスツーリズムの推進

 アルコピアスキー場廃止後の地域振興策の推進

◇ 日本遺産や伝統工芸品、名勝や田園・農村風景の活用などの体験型の周遊の促進などに

より、自然と文化資源を活かしたエリアとしてのまちづくりをすすめます。
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（４）高地の特性と長野県方面からのアクセスを有するエリア

【国道３６１号、主要地方道久々野朝日線を活かしたまちづくり】

○主な地域

・久々野地域

・朝日地域

・高根地域

（周辺関連自治体：下呂市、木曽町）

○エリアの特徴

○まちづくりの方向性

○主な取り組み

主な地域資源 都市連携軸など

【道路資源】

・美女街道、旧江戸街道

【自然資源】

・飛騨御嶽高原高地トレーニングエリア、秋神グラウンド

・御嶽山、乗鞍岳、野麦峠、秋神川、釣り

・石仏、枝垂れ桜、氷点下の森

【産業資源】

・塩沢温泉、秋神温泉、くるみ温泉、キャンプ場

・鈴蘭高原カントリークラブ、ひだ舟山リゾートアルコピア

・高冷地野菜、果樹、蒸留所、ワイナリー、観光農園

・木工・クラフト

・道の駅ひだ朝日村、道の駅飛騨たかね工房

・国道３６１号

・主要地方道久々野朝

日線

・県道御岳山朝日線

 高地トレーニングエリアにおける利用促進

 地域活性化に向けた廃校施設の活用

 スポーツ合宿誘致に向けた地元活動の促進

 クラフト３６１など沿線の特徴を活かした民間活動

 アルコピアスキー場廃止後の地域振興策の推進

◇ 高地を活かした地元農産物やスポーツ交流など道路沿線の特徴を活かした一体的な取り

組みの促進などにより、高地の特性と長野県方面からのアクセスを有するエリアとして

のまちづくりをすすめます。
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（５）高規格道路沿線（延伸）の立地を有するエリア

【中部縦貫自動車道、東海北陸自動車道を活かしたまちづくり】

○主な地域

・高山地域

・丹生川地域

・清見地域

・荘川地域

・上宝・奥飛騨温泉郷地域

（周辺関連自治体：白川村、郡上市、松本市）

○エリアの特徴

○まちづくりの方向性

○主な取り組み

主な地域資源 都市連携軸など

【道路資源】

・高規格道路インターチェンジ、道の駅、バスターミナル、安房トン

ネル、飛騨美濃せせらぎ街道

【自然資源】

・中部山岳国立公園、槍ヶ岳、乗鞍岳、穂高連峰、白山など、新穂高

ロープウェイ、登山道、乗鞍スカイライン、乗鞍山麓五色ヶ原の森

【産業資源】

・奥飛騨温泉郷（５つの温泉地）、宿儺の湯、恵比須の湯、桜香の湯

・飛騨大鍾乳洞、スキー場、ロングトレイル、キャンプ場、別荘地、

清見造成地

・中部縦貫自動車道

・東海北陸自動車道

 中部縦貫自動車道の整備促進、中間インターチェンジの整備促進

 東海北陸自動車道全線４車線化の促進

 奥飛騨温泉郷活性化基本構想の推進

 四季折々の美しい街道景観の保全と活用

 農業・畜産の担い手への農地等の集積・集団化・大規模化

 企業立地の推進

 自然や農業を体験できる施設などを活用した観光・交流の振興

◇ 高規格道路の延伸を見据え、地域資源を活かした沿線の地域活性化などの取り組みによ

り、新たに設置しようとする中部縦貫自動車道の中間インターチェンジ周辺をはじめ、

高規格道路沿線の多様な立地を有するエリアとしてのまちづくりをすすめます。
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■幸福実現指標

指標名 指標の説明
単

位

現状値

(2024)

中間目標

(2029)

目標

(2034)

市民満足度

［地域連携］

「高山地域や各支所地域が地域

を超えて連携した（一体となっ

た）取り組みにより地域が活性

化している」と感じている市民

の割合

％ 32.3 ⤴ ⤴



～　第５章　～

着実な計画の推進
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１ 着実な計画の推進

本計画に掲げる重点戦略と分野別計画、地域間連携（エリア）のまちづくりの着実

な推進を目指して、人口減少など社会経済情勢の変化に対応し、安定した市民サービ

スが提供できるよう、効率的かつ効果的に行政経営をすすめます。

なお、計画の推進にあたっては、多様な主体の協働や住民自治の確立などを基盤と

して、毎年市民満足度調査を行い、定期的に事業の見直しを行うなど、急激な社会変

化や市民ニーズに柔軟に対応し、限られた資源を市民のしあわせにつながる分野へ集

中的に投資するなど、メリハリのある市政運営により、計画推進の下支えを行います。

■重点的にすすめる施策

（１）市民協働・情報発信・多様性

［協働のまちづくり］

［広報公聴］

［多文化共生・人権］

地域活動における担い手の確保

◇ 地域の負担軽減や、多様な主体の協働を促進し、町内会やまちづくり協議会などへの支援に

より、地域コミュニティの維持や活性化に向けた取り組みをすすめます。

市民協働による多様な課題の解決
◇ 市民、町内会、市民活動団体、学校、事業者など、地域づくりの様々な担い手の協働を促進

することにより、地域課題に取り組む環境整備をすすめます。

多様な主体による協働のまちづくりの深化
◇ 町内会やまちづくり協議会の位置づけを明確化し、多様な主体の協働による自主的なまちづ

くり活動を活発的に取り組む環境整備をすすめます。

伝わる広報活動の展開
◇ 戦略的な情報発信により、伝わる広報の実現を図ります。

市民の声を市政に反映する公聴の展開
◇ 「誰でも、気軽に、簡単に」意見ができる環境の充実を図ることにより、市民の声を政策

に反映します。

自分らしく生きられる、多様性の尊重
◇ 多様な生き方や働き方に対する市民の意識醸成などにより、誰もが自分らしく生きられる社

会の実現を図ります。

異なる文化や慣習を認め合い、共に生きる社会の構築
◇ 在住外国人への暮らしに必要な様々なサポートや外国人材受入事業者への支援などにより、

異なる文化を持つ人々が互いに安心して暮らせる環境づくりに取り組みます。

◇ 外国語講座や異文化交流イベントなどの開催により、多様な文化や異なった価値観を尊重す

る市民意識の醸成を図るとともに、相互理解を深めます。
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（２）計画推進

［総合計画］

［組織・人事・行政経営・ＤＸ推進］

（３）財政運営

［財政・財産管理・税制］

新たな体制によるまちづくり
◇ 市民のまちづくりに対する思いを実現する仕組みの構築により、新たなまちづくりの構

築を図ります。

計画の進捗管理、実効性の確保
◇ ＰＤＣＡサイクルに基づく計画の進捗の管理、社会の変化と事業の進捗に応じた実施計

画のローリングをすすめるとともに、各種計画と連動した様々な施策を推進することに

より、総合計画の実効性を確保します。

効果的な連携
◇ 国や県、周辺自治体、事業者、団体などとの連携により、効果的で効率的な事業の推進

を図ります。

社会情勢等に対応した効率的・効果的な組織体制の構築
◇ 行政課題に対応した機能的な組織編成や多様な人材の活躍などにより、効率的・効果的

な組織体制の構築を図ります。

◇ 健康で働きやすい職場環境の整備などにより、職員の活力や生産性の向上、組織の活性

化を図ります。

◇ 多様化、高度化する行政課題に対応するため高い専門性や政策形成能力を備えた職員の

育成や確保を図ります。

◇ 住民異動手続きや各種証明書発行のスマート化などにより、市民サービスの向上及び業

務の効率化を図ります。

◇ 出資等の基本的な考え方を踏まえた出資団体への出資等の見直しをすすめます。

新たな官民連携による効果的な施設の整備
◇ 民間事業者の創意工夫による新技術や独自ノウハウを活用した公共施設の整備をすす

めます。

デジタル技術の活用による市民サービスの向上
◇ デジタル化などを通じた行政全般にわたる業務最適化や市民の利便性向上を図ります。

◇ デジタル技術やデータを有効活用して課題解決や新たな価値の創造につなげていくこ

とができる人材の育成や確保をすすめます。

持続可能な財政運営
◇ 歳入の積極的な確保、事務事業見直しなどによる歳出の削減、限られた財源の重点的か

つ効果的な配分により、財政の健全性を維持します。

◇ 財政の透明性の確保、計画的な地方債の借入や基金の活用、長期の財政収支の見通しな

どにより、持続可能な財政運営を行います。

公有財産の有効活用
◇ 公共施設の複合化や多機能化をすすめます。

◇ 不要な財産の処分をすすめます。

適正な公契約
◇ 市内事業者の積極的な活用を図ります。

公平な財源確保
◇ 市税収入の安定的な確保のため、公平公正な課税を行い、効率的な収納業務を行います。
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■幸福実感指標

■主な関連計画

行政経営方針、公共施設等総合管理計画、ＤＸ推進計画

指標名 指標の説明 単位
現状値

(2024)

中間目標

(2029)

目標

(2034)

市民満足度

［協働のまち

づくり］

「多様な主体（市民、町内会、地

域内団体、学校、事業者、行政等）

が協働してまちづくりに取り組

んでいる」と感じている市民の割

合

％ 52.9 ⤴ ⤴

市民満足度

［広報公聴］

「必要な情報が入手できるとと

もに、市政へ意見を言える環境が

整っている」と感じている市民の

割合

％ 42.4 ⤴ ⤴

市民満足度

［ 多 文 化 共

生・人権］

「年齢や性別、障がいの有無、国

籍などに関わらず、多様な生き

方・暮らし方への理解が深まって

いる」と感じている市民の割合

％ 39.2 ⤴ ⤴

市民満足度

［行政全般］

「効率的で良質な行政サービス

が提供されている」と感じている

市民の割合

％ 44.7 ⤴ ⤴

市民満足度

［ＤＸ］

「地域におけるデジタル活用が

すすんでいる」と感じている市民

の割合

％ 39.2 ⤴ ⤴

市民満足度

［財政運営］

「将来を見据えた財政運営に取

り組んでいる」と感じている市民

の割合

％ 29.4 ⤴ ⤴
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